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令和６年度一般会計予算特別委員会会議録 

 

令和６年３月１３日（水） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １６：５０ 

【 案 件 】 

１．議案第３号 令和６年度 飯塚市一般会計予算 

                                           

〇委員長 

ただいまから、令和６年度一般会計予算特別委員会を開会いたします。 

この際、委員会の運営方法についてお諮りさせていただきます。審査の方法といたしまして

は、審査順序のとおり審査を進めてまいりたいと考えております。 

まず、事前に通告のあった資料要求を行います。なお、通告以外の資料要求はその都度、お

諮りしていきます。 

次に、執行部から議案の補足説明を受け各款の質疑に入りますが、表に示しておりますよう

に、歳出は５つに区切り、歳入は一括して質疑を行いたいと思います。なお、歳出・歳入の両

方にまたがるものについては、歳出のほうで、質疑をお願いします。 

次に、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債についての質疑を行います。 

次に、各款・各条にまたがる質疑、及び答弁を保留した質疑を、総括質疑として行い、最後

に討論、採決を行います。  

以上のような委員会運営を考えておりますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

ご異議もないようですので、そのような運営をさせていただきます。 

次に、２月２２日開催の本委員会において決定しました質疑の持ち時間制について、改めて

お知らせいたします。委員１人当たりの質疑時間は５０分とし、残時間の通知については、モ

ニターに、随時、表示いたしますとともに、各委員の質疑持ち時間が５分を切ったときには、

委員長よりお知らせします。 

 次に、審査は午後５時を目途とし、おおむね１時間ごとに休憩を入れたいと思っております

ので、審査が円滑に進みますよう、委員並びに執行部各位のご協力をよろしくお願いします。 

次に、審査を行います過程で、案件に関係のない職員は、事務に支障を来すことがないよう、

また、委員会室内の密を避けるためにも、各職場で業務に当たっていただくようお願いいたし

ます。 

次に、執行部の皆さんに要望しておきます。本委員会がスムーズかつ能率的に運営できます

ように、各委員からの質疑に対してはその内容を確実に把握され、質問された部分に対しての

み、ハッキリと的確な答弁をお願いいたします。 

最後に、委員の皆さんに要望いたします。既存事業の概要等については、既にご承知のこと

と思いますので、そのような質疑は、ぜひ割愛していただくようお願いいたします。 

また、会議出席者を最小限度とするため、審査ごとに区切り、答弁予定の職員のみ入室する

よう事前にお願いしております。したがいまして、通告外の質疑をされた場合には、担当課が

不在の場合もあります。通告外の質疑を行う場合は、事前に委員長にお知らせしていただくな

ど委員会のスムーズな進行にご協力をお願いします。 

それでは、「議案第３号 令和６年度 飯塚市一般会計予算」を議題といたします。 

資料要求一覧表のとおり、事前に資料要求の通告があっております。執行部にお尋ねいたし

ます。各委員から要求があっております資料は提出できますか。 

〇財政課長 
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 今回の資料については各部にまたがりますので、財政課のほうで一括してお答えをさせてい

ただきます。 

今回要求のありました資料は、全て提出させていただきます。 

〇委員長 

お諮りいたします。各委員から要求がありました資料について、要求することにご異議あり

ませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

資料の準備がてきております。案件に記載のとおり、サイドブックス内のフォルダに資料を

掲載しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

それでは、執行部に補足説明を求めます。 

〇財政課長 

「議案第３号 令和６年度 飯塚市一般会計予算」の概要について、ご説明いたします。 

令和６年度当初予算資料３ページの当初予算集計表をお願いします。 

一般会計で８０９億３１００万円を予算計上いたしております。令和５年度と比較しますと、

６４億９７００万円の減、率にしまして７．４％の減といたしております。これは、職員給与

費や扶助費、投資的経費等が増加しましたが、ふるさと応援寄附金にかかる歳出経費などの減

が主な減少要因でございます。 

４ページをお願いします。当初予算概要書となりますが、予算の主なものにつきまして、費

目ごとに事業の概要、予算額とその前年度比較、予算書のページ番号を記載しております。 

このうち、新規事業及び令和５年度当初予算と比較して増減額が大きい項目などの主なもの

につきまして、ご説明いたします。 

まず、歳入でございますが、歳入の約１９％を占める市税は、市民税で前年度と比較しまし

て８９７８万５千円の減、固定資産税で２億７８３０万８千円の増などを見込み、市税総額で

は１億６３４４万３千円増の１５０億３７４３万３千円を計上いたしております。 

次の５ページをお願いします。歳入の約２１％を占める地方交付税のうち普通交付税は、令

和５年度の実績等を勘案しまして前年度と比較して３億円減の１４８億円を計上いたしており

ます。市債の項目に記載しております臨時財政対策債を含めた、実質的な普通交付税の総額は、

４億９５００万円減の１４９億６００万円を計上いたしております。 

分担金及び負担金のうち第２子以降の保育料無償化に関するものとして、公立保育所保護者

負担金、私立保育所保護者負担金及び広域入所保護者負担金の影響額としては１億１０２１万

４千円の減、歳出では民生費、教育費に計上しています多子世帯保育料支援事業費、私立認定

保育所施設型給付費の１億２９９１万５千円増により、事業費の総額は２億４０１２万９千円

となっております。 

６ページをお願いします。寄附金のふるさと応援寄附金は、ふるさと納税制度の改正等を踏

まえまして、前年度と比較して５０億円減の５０億円を計上いたしております。 

繰入金の財政調整基金繰入金は、当初予算における財源調整で、前年度と比較して１０億

６７２７万６千円減の２６億７３５３万円とし、減債基金繰入金は、元利償還金に占める一般

財源負担分を勘案して、前年度と比較して６億７１２８万１千円増の１５億９２５６万７千円

といたしております。ふるさと応援基金繰入金では、令和６年度の寄附金を基金に積み立てた

うえで、令和６年度の事務経費に活用する分の２５億円と、令和５年度以前の寄附金を基金に

積立てを行い、令和６年度事業に活用する分の３５億１３万円の合計、６０億１３万円を計上

いたしております。 

６ページの下段から８ページにかけて記載している市債につきましては、前年度と比較して

６億３千万円増の４２億１２６０万円を計上いたしております。 
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８ページをお願いします。次に、歳出でございますが、一般会計及び特別会計の職員人件費

の総額は、退職者及び新規採用者等の影響などを勘案して７３億９９３０万３千円を計上し、

会計年度任用職員人件費総額は２０億４９８９万円を計上いたしております。 

歳出の約１８％を占める総務費は、前年度と比較して９０億７７６５万６千円減の１４４億

３０６２万１千円を計上いたしております。 

９ページをお願いします。行財政改革推進事業費では、公共施設等総合管理計画策定事業費

で、次期の公共施設等総合管理計画及び個別実施計画を策定するため、２５４４万円を計上し、

デジタル化推進事業費で、業務改善やＤＸ推進を図るため、３７５万３千円を計上いたしてお

ります。 

１０ページをお願いします。穂波庁舎改修事業費では、穂波庁舎の大規模改修のため、７億

３９８５万１千円を計上いたしております。 

１１ページをお願いします。ふるさと応援寄附事業費では、返礼品代などの経費２５億円を

計上し、ふるさと応援基金管理費では、寄附額と同額を基金に積み立てるため、基金積立金

５０億円を計上いたしております。 

１２ページをお願いします。定住化促進事業費では、シティプロモーション推進事業費で、

本市のＰＲを行い、移住定住を促進するため、１０７７万３千円を計上し、１３ページをお願

いします。移住支援助成事業費では、県外からのＵＩＪターンで、就業等の要件を満たして本

市へ移住した場合の助成金として、１６６０万２千円を計上いたしております。 

１４ページをお願いします。啓発主催事業費では、女性の社会的地位の向上と男女共同参画

社会の形成を推進するため各種講座等の経費としまして、１５８万４千円を計上いたしており

ます。頴田交流センター整備事業費では、頴田交流センター別館の大規模改修のため、３億

４７９７万９千円を計上いたしております。 

１５ページをお願いします。戸籍システム管理費では、標準準拠システムに移行するための

経費及び戸籍等の記載事項に関する経費として、５０９９万４千円を計上いたしております。                                  

歳出の約４３％を占める民生費は、前年度と比較して１０億３０４９万２千円増の３４７億

１１９７万３千円を計上いたしております。 

１６ページをお願いします。重層的支援体制整備事業費では、本格実施に向けた移行準備に

要する経費として、１９０９万８千円を計上いたしております。 

１７ページをお願いします。高齢者デジタルコミュニケーション支援事業費では、スマート

フォンの取得奨励補助金など４００万９千円を計上いたしております。 

１８ページをお願いします。障がい者自立支援給付費では、前年度と比較して５億

３４０３万円増の４８億５３９３万８千円を計上いたしております。 

１９ページをお願いします。保育士確保対策事業費では、保育士就職支援事業費のほか５事

業を計上いたしております。 

２０ページをお願いします。未来の地域人財応援事業費では、小中学校の入学時に５万円、

第３子以降の出産時に１０万円の応援金を支給するため、１億３９１３万３千円を計上いたし

ております。こども家庭センター運営事業費では、虐待への予防的な対応から個々の家庭に応

じた支援の切れ目ない対応など相談支援体制の強化を図る経費として、１１５２万９千円を計

上いたしております。 

２１ページをお願いします。保育所等整備補助事業費では、私立幼稚園の認定こども園への

移行に伴う施設整備費用などを補助するため、３億９１５７万３千円を計上いたしております。 

２３ページをお願いします。産前・産後生活支援事業費では、体調不良等のため家事又は育

児の支援を必要とする家庭に対し、生活支援者を派遣するため、４３８万４千円を計上いたし

ております。ファミリーサポートセンター事業費では、病児・病後児の預かりや、早朝夜間の

緊急時の預かりができるよう拡充するため、１３９５万７千円を計上いたしております。 
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２４ページをお願いします。生活保護扶助費では、前年度と比較して４億４０７０万２千円

増の９０億８５２６万円を計上いたしております。 

歳出の約７％を占める衛生費は、前年度と比較して１億６４５５万２千円増の５８億

６３２９万１千円を計上いたしております。 

市立病院小児科休日・夜間診療事業費では、飯塚急患センターの小児科医療を飯塚市立病院

に機能を移転させますので、その経費５７１０万７千円を計上いたしております。 

２５ページをお願いします。妊産婦運動相談事業費では、妊産婦向けの運動と相談の教室を

実施するため、２４４万５千円を計上しております。 

２６ページをお願いします。出産・子育て応援事業費では、妊娠時、出産時の伴走型相談支

援と経済的支援を一体的に実施するため、８６４３万８千円を計上いたしております。 

２７ページをお願いします。斎場管理運営事業費の衛生施設組合費、２８ページをお願いし

ます。その他の清掃総務費の衛生施設組合費は、ふくおか県央環境広域施設組合に対する負担

金でございまして、総額で２５億６４１６万５千円を計上いたしております。 

歳出の約２％を占める農林水産業費は、前年度と比較して３億３４５３万円増の１９億

８６８万円を計上いたしております。 

２９ページをお願いします。久保白ダム土地改良費では、共同管理施設及び付帯するかんが

い施設等の維持管理に関する経費、２億２１３６万７千円を計上し、２９ページから３０ペー

ジにかけて、農地の多面的機能の保全や新規就農者等支援など農業振興のための各種補助制度

にかかる経費や、畜産業振興のための補助制度にかかる経費を計上いたしております。 

３１ページをお願いします。浸水対策事業費の鯰田地区遊水池新設事業費では、遊水池を整

備するため、４億９２００万７千円を計上いたしております。 

歳出の約３％を占める商工費は、前年度と比較して５億３７４４万１千円増の２０億

１２３１万１千円を計上いたしております。 

３２ページをお願いします。周遊商業エリア連携事業費では、中心商店街、イオン穂波店、

カホテラス、ゆめタウンの４商業施設の連携を図り、回遊性を高める周遊バスの運行経費など、

２４９２万６千円を計上いたしております。 

３３ページをお願いします。商業情報発信支援事業費では、「飯塚市ならでは」の商品開発

力を競う環境を創出し、その情報発信力の強化を図る委託料として、２９９万１千円を計上い

たしております。地域経済対策推進事業費では、地域経済活性化のため人流データを活用し効

果的な事業を立案するための経費とし、１４７万４千円を計上いたしております。企業立地促

進補助事業費では、投資金額に応じた特例措置を設けるなど支援内容を拡充し、３億

５２１４万円を計上いたしております。 

３４ページから３５ページにかけて、産学官連携推進事業にかかる経費や、新産業創出支援

事業にかかる経費を計上いたしております。 

３６ページをお願いします。工業団地開発費では、工業団地整備事業にかかる経費を一般会

計から特別会計に繰出すもので、３億５７６７万６千円を計上いたしております。 

３７ページをお願いします。サンビレッジ茜整備事業費では、電気設備改修などの経費とい

たしまして、１億４５１９万円を計上いたしております。 

歳出の約７％を占める土木費は、前年度と比較して７億９０６６万５千円増の５３億

４６６万円といたしております。 

３７ページ中段の、定住化促進事業費では、住宅取得移住奨励事業費で１億２８０３万４千

円のほか２事業を計上いたしております。 

４０ページをお願いします。菰田・堀池地区活性化事業費の飯塚駅周辺整備事業費では、Ｊ

Ｒ飯塚駅の自由通路、駅舎や駅前広場等の整備のため、５億２７２７万１千円を計上し、道路

橋りょう費新設改良費や公園費で計上している分も含めた菰田・堀池地区活性化事業費の総額
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では６億４０８９万２千円を計上いたしております。 

４１ページから４２ページにかけて記載しております下水道費の浸水対策事業費は、ポンプ

場や雨水幹線の整備費用など、５億２３９３万９千円を計上し、農林水産業費で計上している

分も含めた浸水対策事業費の総額では１０億２５９４万６千円を計上いたしております。 

４２ページをお願いします。相田公営住宅建替事業費では、造成工事など、１億３６１７万

８千円を計上いたしております。 

歳出の約２％を占める消防費は、前年度と比較して３１万円減の１９億４９４３万６千円と

いたしております。飯塚地区消防組合費では、一部事務組合に対する負担金として１６億

１９８３万６千円を計上いたしております。 

歳出の約１０％を占める教育費は、前年度と比較して１億３７５３万８千円増の７８億

６００５万６千円といたしております。 

４４ページをお願いします。人権教育・啓発基本指針推進事業費では、多様化している人権

問題に対する市民意識調査を実施する委託料など、３４８万円を計上いたしております。 

４５ページをお願いします。学力向上推進事業費の外国語教育推進事業では、オンライン英

会話などの実施に関する経費として、小学校費で３５０２万６千円を計上し、中学校費で

４９８５万円を計上いたしております。 

４６ページをお願いします。内野小学校大規模改造事業費では、屋内運動場の大規模改造工

事など、１億８０５１万２千円を計上いたしております。 

５１ページをお願いします。コミュニティセンター改修事業費では、大規模改修にかかる改

修工事費など、１３億８３１７万円を計上いたしております。 

５２ページをお願いします。飯塚カップ開催事業費では、高校生バスケットボール大会の開

催経費、１００万円を計上いたしております。 

５３ページをお願いします。保健体育施設整備事業費では、市民公園運動広場施設整備費な

ど、スポーツ施設の改修などの経費を計上いたしております。グラウンドゴルフ場落成記念事

業費では、落成式の経費、１１６万２千円を計上いたしております。 

５４ページをお願いします。歳出の約８％を占める公債費は、前年度と比較して３億

９９７０万８千円減の６４億４４９８万８千円を計上いたしております。 

５５ページをお願いします。継続費は、相田公営住宅建替事業につきまして、期間中の年割

額の限度額を定め、後年度分の予算執行の調整を図るため設定するものでございます。 

繰越明許費は、穂波庁舎改修事業、以下５件につきまして、年度内に事業完了が見込めない

事由により設定するものでございます。 

債務負担行為は、公共施設等総合管理計画策定支援委託料、以下１４件につきまして、債務

が後年度にまたがりますので、設定するものでございます。 

最後に７２ページ以降に、前年度との比較資料、市債及び基金の状況表などを添付しており

ます。資料の説明は、省略させていただきます。 

以上で、補足説明を終わります。 

〇委員長 

 補足説明が終わりましたので、ただいまから各款の質疑に入ります。 

まず、「第１款 議会費」及び「第２款 総務費」の質疑を許します。 

 初めに質疑通告されております６６ページ、一般管理費、職員給与費について道祖委員の質

疑を許します。 

○道祖委員 

 ６６ページの職員給与費に関連してお尋ねしますけれども、職員数の推移と人件費の推移が

どうなってきておるのか、お尋ねいたします。 

○人事課長 
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一般会計、特別会計、企業会計の職員を合計した職員数の推移につきましては、本市の一般

職員の令和６年度の予定を含む５年間の４月１日時点で答弁させていただきます。令和２年度

につきましては、正規職員８４８名、任期付職員３４名、再任用職員８２名、合計で９６４名。

令和３年度につきましては、正規職員８４７名、任期付職員３０名、再任用職員８７名、合計

で９６４名。令和４年度につきましては、正規職員８３５名、任期付職員３２名、再任用職員

７６名、合計で９４３名。令和５年度は正規職員８５４名、任期付職員３３名、再任用職員

７４名、合計で９６１名。令和６年度は現時点での予定人数となりますが、正規職員８８８名、

任期付職員４７名、再任用職員７９名、合計で１０１４名でございます。 

 人件費につきましても、一般会計、特別会計、企業会計を合計した決算額または予算額で答

弁させていただきます。令和２年度は約７４億９５９８万円の決算、令和３年度は約７４億

５０９５万円の決算、令和４年度は約７１億７４６７万円の決算、令和５年度は直近の予算

ベースで申し上げますと、約７６億３３８万円、令和６年度は当初予算ベースで申し上げます

と、約７８億３０６３万円となっております。 

○道祖委員 

 定年の延長とかそういうことで正規職員から任期付職員、再任用が増えてくるのは、これは

致し方ないというふうに思っておりますけれど、今お尋ねしたら、令和２年度から令和６年度

の今回の当初予算の経費は、約３億円ぐらいやはり高くなってきているわけですね。今後、再

任用とかそういうことで職員は増えていく傾向になっていくのではないかと思いますけれど、

その辺の見込みは間違いないですかね。 

○人事課長 

 失礼いたしました。翌年度の事業に合わせた組織機構に必要な人数、それから予算編成時点

での退職予定者を除いた職員数と新たに採用することができる職員数の見込みなどを考慮して、

毎年度予算を編成させていただいております。今後につきましては事業量だったり、そういっ

たところで検討していきたいという―――。 

○道祖委員 

 それは分かるのよ。分かる。ただ、働き方改革等がありまして、定年延長になってきている

わけですよ、職員も。６０歳定年が６５歳になっていく。再任用の関係も出てきていて、要は

職員数は定年延長になってきたら増えるでしょうと。だから、今説明があった令和６年度では

１０１４人になっていますけれど、今後増えていく傾向にはあるんですかと言っているんです。

まだ定年が６５になって、再任用が５年ぐらいになって、７０歳まで勤務する、働くようなこ

とになったときに、これはどれぐらいがピークなのかなというふうに思っているんですけれど、

そういう統計は、統計というか見通しは持っていますか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：３６ 

再 開 １０：３７ 

 委員会を再開いたします。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 今後の見通しというところでございますけれども、国の政策によります新規の取組や市独自

の取組、社会、経済情勢の変化により発生する課題への対応を考えますと、必要な人員につき

ましては増加傾向ではないかというふうに予測しているところでございます。 

○道祖委員 

 それは、仕事が増えていっているから、こども庁ができて仕事の量がいろいろ増えてきてい

るから、人員は増えていくだろうと思うんですよ。だけど定年延長とかそういう形になってい

っているから、定年延長だったら、今は、定年は６３歳まで延びたんだっけ、６１歳ですかね。
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それは将来的には６５歳になるんでしょう。だったらそこがピークでしょう、４年後が。そし

たらそのときが、今よりもその分だけ増えるわけですから、増えるわけではないの。だからそ

の辺をどうなのかと言っているの、増える傾向にあるのかどうかという、仕事の量で増えるの

か、雇用しなくてはいけない人数は雇用しなくてはいけないでしょうと言っているの。 

○人事課長 

 失礼いたしました。定年延長に関しましては、延長した分、採用を調整するということにな

りますので、定年延長だけで職員が増ということになることはありません。 

○道祖委員 

 あくまでも仕事の量ね。今言った職員の部分については、再任用職員を含んで仕事の量です

ね。量で雇用していくという考え方だということですね。分かりました。そしたら続いて会計

年度任用職員数の推移と人件費の推移はどうなってきておりますか。 

○人事課長 

 会計年度任用職員の推移でございますが、先ほどと同様に、５年間の４月１日時点の職員数

について答弁させていただきます。令和２年度は、２級パートタイム、１級フルタイム、１級

パートタイム合計で５６８名。令和３年度は、２級パートタイム、１級フルタイム、１級パー

トタイムで合計６７６名。以下同様に、令和４年度は合計で６４２名。令和５年度は合計で

６９２名。令和６年度は現時点の予定人数となりますが、合計で８５７名を予定しております。

なお、当該人数につきましては４月１日時点のものでございまして、業務の都合等で年度途中

から任用を開始する職員の人数は含んでおりません。人件費につきましては、業務の都合等で

年度途中から任用を開始する職員分も含めた一般会計、特別会計、企業会計を合計した決算額

または予算額で答弁させていただきます。令和２年度は約１３億７千万円の決算、令和３年度

は約１４億６８０５万円の決算、令和４年度は約１４億８１０３万円の決算、令和５年度は直

近の補正予算後の額で約１８億２３９０万円、令和６年度は当初予算額で約２０億６９４９万

円となっております。 

○道祖委員 

 令和２年から答弁いただきましたけど、人数的には、約３００人程度増加しておるんですね。

費用は７億円ぐらい増加しておるということですけど。単純に言えば、これは業務が増えたか

ら増えたんだというのは分かるんですよ。その業務というのは、大体何が増えて、こんなに

３００人も会計年度職員が増えたのか、その辺は分析していますか。 

○人事課長 

 令和２年度以降増えている一つの大きな要因としましては、コロナ対策に関する人員で増と

なっているところでございます。それ以外につきましては、おっしゃるとおり国の事業量が増

えているというところで増員となっているところがございます。 

○道祖委員 

 コロナの関係で増えたんだろうと予想はしておったんですけれど、コロナが収束してきまし

たよね。業務量が増えていっているのは承知していますけれど、コロナで増えた分は当然コロ

ナが収束すれば減っていくんだろうと思うんですけれど、今後の見通しは、仕事に合わせて、

職員の数も合わせて、業務に合わせて、会計年度職員も業務に合わせてというふうに答弁され

るんだろうと思いますけれど、コロナが収束して、そこで減った人間は新しい業務に張りつけ

たからこんなに人員は増えていっているんですか。前年度よりも増えていますよね。令和５年

度よりは１６０人増やしていますよね。コロナが落ちついたら、その分減るんではないかと思

っていたんですけれど、逆に増えているというのは、やはり国からの業務がそれだけ増えてき

ているというふうに理解していいんでしょうか。 

○人事課長 

 国の事業関連で増えているというのは、今もずっと続いている傾向でございます。それから
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コロナ事業で一旦配置した分が収束した後もそのまま継続しているというような、例えば学校

の支援補助、スクールサポートスタッフと、そういったようなものもございますので、コロナ

が収束しても、それが劇的に減るというようなことがなかったというところでございます。 

○道祖委員 

 お尋ねしていて、いろいろな業務の関係で人が増える、それで当然経費は増える、これは理

解しているんですよ。令和２年から合わせたら、１０億円も増えてきていますからね。業務が

忙しいからということは理解しますけれど。ところで職員数と人件費の推移を聞いておるんで

すけれど、人件費というものは、仕事の量が増えているからしようがないという理屈になるん

でしょうけれど、予算の何％ぐらいが妥当なんでしょう。そういう地方自治においての適正な

水準というか、そういうものは国か何かそれなりのところから示されているんでしょうか。 

○人事課長 

 企業におきましては、売上高の１３％程度が適正な範囲といったものをお見かけすることは

ございますが、地方自治体において、適正な水準といった指標はないものと認識しております。

しかしながら、本市の人件費、特に職員に係る人件費の状況がどのような状況であるかにつき

ましては、本市を含んで５９団体ある類似団体と比較することで参考にできると考えておりま

す。普通会計とはなりますが、令和４年度の決算案では、人口千人当たりの職員数は多いほう

から２８番目、人口千人当たりの職員給につきましては多いほうから３０番目となっておりま

して、真ん中あたりに位置しており、人口に対する職員数や職員給は、ほかの類似団体と比較

して多くも少なくもない状況だと考えております。 

○道祖委員 

 状況は類似団体の中間ぐらいだということでしか判断できないということですよね。それで

適正な水準という指標がないのであれば、予算編成の際にどのように職員数を設定して人件費

を計上していっておるのか、これは各部門からこんな仕事がありますから増やしてくださいと

いうことで積み上げていっておるのではないかと思いますけれど、仕事というのは、民間企業

で勤めた経験から言いますと、やはり収益の問題がありますから、人件費というのは大きな問

題になってくるので、やはり新しい仕事ばかり増やして収益が上がっていけばいいんですけど、

収益に見合わないところはカットしていくというふうになっていくんだろうとは思うんですけ

れど、積み上げばかりしておるのか、その業務の見直しはきちっとやられておるのか、その辺

ちょっとお尋ねいたします。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 国、県や本市の政策を踏まえました組織の再編や、それに伴います必要人員数につきまして

は、毎年、早い段階から各部署とのヒアリングを行いまして、事業終了等によります人員減に

つきましても、併せて検討をいたしているところでございます。 

○道祖委員 

 どうしても人件費というのは、例えば今回、春の春闘をみておりますと、民間企業の賃上げ

率が高くなってきております。当然これは公務員給与にも反映してくると思うんですよね。と

いうことは、今後人件費は４％、５％どんと上がっていく傾向にあります。これが毎年続いて

いけば、人件費だけではなくて、景気がよければ税収も上がっていくんでしょうけれど、そう

いうふうにうまく回ればいいんですけど、ちょっと不安なのは、人件費ばかり上がって、ほか

のところの予算の中で使えるお金が使えなくなることを心配しているんですよ。それでやはり

人件費はどういう水準にあるべきかは、考えて取り組んでいくべきではないかと思いますけれ

ど、そういう考えはお持ちでしょうか。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 人員配置の全体最適化を図るためには、全体の業務量を定期的に把握する必要があるものと

認識しております。ご質問の本市独自の人件費の水準を決めるというところは、なかなか難し
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いと考えておるところでございますけれども、業務改善、デジタルトランスフォーメーション

に取り組むなど、生産性を向上させることにより、人件費の抑制にも努めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○道祖委員 

 国の動向、世の中の動向もあると思いますけれど、やはり今後の職員、会計年度、再任用職

員の見通しについて、どういうふうに思っておるのかなと。マンパワーは必要でありますけれ

ど、マンパワーが必要なのは、景気がよければ民間企業も必要になってきて、人材確保は競争

になっていくんですよね。そういうときに、今後どういうふうに取り組んでいくつもりなのか、

その辺のお考えがあればお示しいただきたいと思います。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 見通しというところでございますけれども、先ほど申し上げました各部署とのヒアリングを

重ねながら、会計年度任用職員の配置を含めまして、検討してまいったところでございます。

今後の見通しというところで、先ほどおっしゃっていただきました国の政策、新規の取組、本

市独自の取組、社会情勢等の変化により発生する課題への対応を考えますと、増加傾向という

ところでございますけれども、業務改善、ＤＸ推進等による生産性の向上を図りまして、それ

とともに事務事業評価に基づく事業の見直しであるとか、そういったところで選択と集中とい

う考え方に基づきまして、業務量把握を含めて、人員の適正配置というところを行ってまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

○道祖委員 

 人件費の在り方、人数の在り方、要はマンパワーの在り方については、業務等の関連があり

ますけれど、世の中に合わせながらどうやっていくか、業務は忙しいとは思いますけど、将来

を見通ししながら今後も検討していただきたいと思います。 

○委員長 

 次に、６７ページ、人事管理運営事業について吉田委員の質疑を許します。 

○吉田委員 

 それでは、６７ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の中の人事管理運営

事業、職員研修謝礼金に関しまして、新規採用職員の研修についてお尋ねしたいと思います。

新規採用の職員は入庁後、研修を受けて各部署に配属されると思いますが、この研修は社会人

として初めて経験する新規採用職員にとって、社会人または公務員として仕事をするに当たり

基礎を学ぶために重要な研修だと思っております。まず、本市の研修期間とその内容について

お示しください。 

○人事課長 

 令和５年度の内容でお答えいたします。入庁後すぐに新規採用職員研修を、４月３日月曜日

から４月１０日の月曜日までの期間、休日を除いた実質的な研修日数６日間で実施しておりま

す。その研修内容は、社会人として必要な接遇マナー研修、公務員として必要となる公務員倫

理、地方公務員法、地方自治法、人権、法務の基礎の研修、それから、飯塚市職員として必要

となる情報セキュリティやシステム操作、本市の施策、予算事務、防災、協働のまちづくりの

研修、それと新規採用職員の課題発見能力や解決能力の育成、職員相互のコミュニケーション

能力の向上や関係性の構築を目的とした政策課題演習などを実施いたしております。短期間で

はありますが、新規採用職員研修では、社会人としてのマナーの理解と最も身近で頼ることが

できる存在となる同期との関係性の構築、こういったことに期待いたしております。 

○吉田委員 

 多種多様な研修が６日間の短期間で行われているということが分かりました。入庁後間もな

い時期に実施する研修の概要については分かりましたが、それ以外に新規採用職員を対象とし

た研修などは開催されておりますか。 
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○人事課長 

 入庁後すぐの新規採用職員研修のほかには、福岡県市町村職員研修所で、福岡県内の多くの

市町村が受講している新規採用職員を対象とした宿泊研修を、４月から５月の前期、それから

９月の後期、計２回受講するようにいたしております。 

 また、条件付採用から本採用になる前の９月には、自他の心の健康について学ぶ、フォロー

アップ研修を半日かけて実施しております。 

 研修とは少し違いますが、各部署に配属後においても、新規採用職員一人一人に職場指導員

を決め、職場指導員から日常業務やマナーの指導を受け、学びにつながっているものと考えて

おります。 

○吉田委員 

 特別なことにつきまして配属部署の指導員という形で、これはやはり行政職員でないでも、

民間企業でもやっておりますことから、しっかりとした方をつけていただいて教育していただ

くようにお願いします。それで、本市も研修が実施されているということは理解できましたが、

それでは、他市の新規採用職員の研修から、他市の状況から学ぶものもあると思います。それ

でまず、福岡県内の近隣の嘉麻市、田川市、それと１００万都市である福岡市、北九州市、そ

れから３番目の都市であります久留米市、これぐらいの状況について分かる範囲でお願いいた

します。 

○人事課長 

 嘉麻市では、４月に１日、適切な時期に１０日間に分けて実施し、合計１１日間、本市と同

様の研修を実施されております。 

 田川市では、４月に３日間、本市と同様の研修を実施されております。また、別途、自衛隊

での研修を２日間、規律や努力、仲間意識の醸成を目的に実施されており、合計５日間の研修

をされております。さらに月１回程度、１１項目の研修を実施されているとのことでした。 

 それから福岡市では、４月に５日間、７月に１日、１０月に１日と分けて実施され、合計

７日間、本市と同様の研修を実施されております。 

 北九州市では、４月に９日間、７月に２日間、１０月に１日と分けて実施され、合計１２日

間、本市と同様の研修を実施されております。 

 久留米市では、４月に１か月間、１０月に半日、別途、実務研修を１日、合計１か月と１．

５日間の研修を実施されております。久留米市の場合は、一般職の人事異動が５月１日付とい

うこともあり、１か月間の新規採用職員研修期間を設けているとのことでした。なお、研修内

容としましては、本市と同様の研修のほか、校区コミュニティセンターで、地域の方々との意

見交換などの地域活動研修、市内にある工場の見学、久留米市のことを学ぶ久留米学という研

修が実施されているとのことでした。 

○吉田委員 

 田川市や久留米市では特色のある取組がなされているようです。また、本市の新規採用職員

研修の期間よりも長いところもあるようです。他市の状況を参考し、今後も検討していってく

ださい。 

 さて、新規採用職員として入庁し、研修を受けられ各部署に配属されるわけですが、その中

で体調を崩されるという話をよく聞くことがあります。近年の採用人数、採用後１年以内の精

神的な病気による病休者の人数、採用後１年以内に退職した人の人数についてお知らせくださ

い。 

○人事課長 

 令和元年度から令和５年度の５年間でお答えいたします。令和元年度につきましては、採用

者数が４０名、１年以内の精神的な病気による病休者が３名、１年以内の退職者が１名、この

うち前述の病休による退職は１名となっております。同様にお答えしまして、令和２年度は採



１１ 

用者３７名、病休者、退職者ともにいませんでした。令和３年度は採用者３６名、病休者１名、

退職者はいませんでした。令和４年度は採用者３２名、病休者１名、退職者２名、退職者２名

のうち、病休による退職はございませんでした。令和５年度は採用者５１名、現時点では病休

者、退職者ともいません。 

○吉田委員 

 個人的な事情での退職者は別といたしまして、病休者が退職につながる例は少なくないよう

です。ただし、今のご報告によりますと、聞いて安心しております。しかし病休者をゼロにす

ることが大事だと思います。近年は学生時代よりコロナ禍で、通常体験できるようなことが体

験できない状況にあった方が新規採用職員となっており、社会人となった際、環境の違いに戸

惑いを感じることも多いのではないかと思います。このような新規職員に対し、特別な研修を

実施するなど、取り組んでいることはほかにありますか。 

○人事課長 

 コロナ禍にあった職員に対する特別な研修というものは実施しておりませんが、課長級や係

長級を対象とした研修では、質問委員がおっしゃるとおり、コロナ禍により体験できなかった

ことが多い新規採用者が増えており、それは本人に問題があるのではなく、これからの経験や

指導で補う必要があるといった話がよく聞かれております。これにより周囲の対応も徐々に変

化しているのではないかと考えております。 

 また、３か月経過後に、新規採用職員の体調を含めた状況の相談ができるよう保健師による

面談を実施し、さらに年明けに２回目の保健師による面談を実施しております。これ以外にも

適宜、保健師に相談できるようにいたしております。この制度は上司や同僚に相談しにくいこ

とでも気軽に相談できるため、職員のメンタルヘルス対策として効果があるものと考えており

ます。今後も継続して取り組みたいと考えているところでございます。 

○吉田委員 

 メンタルヘルスの対策については分かりました。 

 次に、社会人として第一歩である接遇マナーについてですが、現在では、携帯電話が普及し

ており、固定電話をとり、受け答えをするタイミングが少なくなっていると思います。さらに

はメッセージアプリによる会話も増えてきている状況です。このような中、電話での対応、自

分の名前を名乗る、相手の名前を尋ねる、用件をメモにまとめる等、固定電話ではこのような

作業が必要になっています。業務上の電話の対応の難しさも感じている新規採用職員も多いの

ではないかと思います。これは研修で習得しておかないと、これができなければ、先輩や同僚

もしくは電話の相手から厳しく指導を受けるようなことになります。そこで萎縮してしまいか

ねない、ひどいときには、これがきっかけでメンタルの変調も来すことにつながりかねないと

考えております。社会人として必要な接遇マナーについて、どのような研修を実施しているの

か、お答えください。 

○人事課長 

 先ほど答弁いたしました新規採用職員研修では、身だしなみ、挨拶の仕方、名刺交換、電話

応対などの接遇マナー研修を１日かけて実施しております。さらに福岡県市町村職員研修所で

の前期の研修においても、同様の接遇マナーの研修が実施されております。また、職場指導員

からの日頃の指導もあり、接遇マナーを習得することができる環境はあると考えておりまして、

令和６年度の新規採用職員におきましても、同様の研修や職場指導員の制度により対応するこ

とを考えているところでございます。しかしながら、本市で実施している研修が、これからの

新規採用職員の研修として不足、または環境の変化に対応できていないということがあれば、

検討の上対応してまいりたいと考えております。 

○吉田委員 

 今回の質問により、福岡県内の近隣都市の研修機関や研修内容の状況が分かりましたが、特
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に特色のある取組として田川市のように自衛隊での外部研修を２日間、規律や努力、仲間意識

の醸成を目的に実施されておると調査結果も出て、報告がありました。ぜひ引き続き研究して

ください。 

これは先ほど来申しましたけど、就職して初めて仕事する人に、新入職員の方々は悩み考え

ることも数多くあるでしょう。そこで、何より病休者を出さない研修が重要であると考えます。

コロナ禍で学生生活を送られてきた新入職員さんであり、対面での会話や人間関係も苦慮され

ている方も多いと思われますし、何より携帯電話の普及により固定電話の初めての会話で戸惑

う方も多いと推測されます。ぜひ固定電話の受け答え方、マナーについて、今年４月の研修か

ら実践していただきますようお願いいたすとともに、研修内容や研修期間も久留米市のように

１か月とまでは申しませんが、より職務に邁進できる研修を行うことを要望いたしまして質問

を終わります。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：０９ 

再 開 １１：１９ 

 委員会を再開いたします。 

次に、６９ページ、行財政改革推進事業費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 私のほうからは、公共施設等総合管理計画策定事業費２４８８万２千円の計画の概要、内訳

の説明をお願いいたします。 

○財産活用課長 

 まず、公共施設等総合管理計画とは、平成２６年４月に総務省より策定について指針が示さ

れまして、本市としましては、公共施設等の在り方に関する基本方針を公共施設等総合管理計

画として位置づけております。計画の概要としましては、１０年間の計画で、公共施設等総合

管理計画及び第３次実施計画を見直すものであります。内訳としましては、令和６年度から令

和７年度にかけ、飯塚市の公共施設の現状把握、分析、老朽度調査、市民意向調査等を行い、

公共施設等総合管理計画及び実施計画の策定を予定しておるところでございます。 

○金子委員 

 では、総合管理計画また実施計画の策定の目的というものは何か教えてください。 

○財産活用課長 

 総合管理計画では、市が所有する公共施設等全体の管理に関する基本的な方針を定めるもの

で、老朽化対策や更新計画、施設の配置などの計画を策定すること。実施計画では、点検や診

断に基づいて、施設の状態や維持管理、更新に係る対策の優先順位、実施時期、費用などを明

確にすることです。これらのことを基に公共施設の効率的な運用と長期的な維持管理を行える

ことを目的にしております。 

○金子委員 

 飯塚市も日本の様々な自治体と同じように様々な公共施設の老朽化が問題になっていること

は、様々なところで分かります。環境省が２０５０年のカーボンニュートラルの実現そして

２０３０年度に４６％減の目標達成するために、ＺＥＢ化、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル

ディングの普及や促進に向けた省エネルギー建築物の支援を行っております。例えば、久留米

市は、環境庁部庁舎の断熱化の強化、それから空調、太陽光パネル等を使って、日本における

既設の公共建築物として初めてＺＥＢ化を認定されたというふうにお聞きしております。久留

米市だけでなく、先進地を参考にされ、ぜひ公共施設の在り方について検討していただくよう

よろしくお願いいたします。 

○委員長 
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 次に、７３ページ、広報管理運営事業費について、赤尾委員の質疑を許します。 

○赤尾委員 

 予算書の７３ページ、概要書の９ページ、総務管理費、文書広報費の情報発信力強化事業費

についてお尋ねします。まず、本事業の概要についてお聞きします。 

○情報管理課長 

 本事業は、市公式ＬＩＮＥ及び地上デジタルデータ放送による情報発信力強化事業の２本の

事業となっております。まず、ＬＩＮＥにつきましては、事業経費は年間のシステム利用料、

ＬＩＮＥ機能照会に係る広報いいづかへの広報掲載料とチラシの印刷費用、合わせて２２７万

５千円を計上いたしております。ＬＩＮＥの機能面につきましては、昨年３月に機能拡充を行

っており、具体的には、トップ画面が子育て、防災分野も含め３種類に増えたほか、登録者が

欲しい情報のみを受け取れる設定ができたり、地域や種類で異なるごみ収集日のお知らせを、

定期的に受け取ることができるようになりました。また、集団検診やイベントなどの予約、道

路や公園遊具の破損等の通報もＬＩＮＥで可能となっております。昨年の１２月からは、ＬＩ

ＮＥのトーク画面にごみの名称を入力するだけで、分別方法を検索できる機能も追加しており

ます。 

 次に、地上デジタルデータ放送を使った事業につきましては、ＫＢＣ１チャンネルで閲覧で

きるｄボタン広報紙となりますが、事業経費は、年間システム利用料の１５８万４千円を計上

しております。地上デジタル放送にて、無料で市政情報を閲覧することができるもので、イベ

ントお知らせ、まちの話題、飯塚市コミュニティ交通などの情報を発信しております。 

○赤尾委員 

 機能拡充を行った公式ＬＩＮＥについて、もう少し詳しくお聞かせください。この公式ＬＩ

ＮＥの登録者数、フォロワー数、登録者の男女割合、年齢層の区分について教えてください。 

○情報管理課長 

 本日３月１３日現在でＬＩＮＥの登録者は１万８１３４人となっております。ブロック数を

含んでおります。次に、登録者の男女割合につきましては、女性が約６９％、男性が３１％と

なっております。年齢構成区分につきましては、５０代以上が約４０％、４０代が２７％、

３０代が約２２％、２０代が約１０％、１０代以下が約１％となっております。 

○赤尾委員 

 ＬＩＮＥの機能は、答弁を頂いた内容から、この１年で大変便利になったと思われるのです

が、登録者数が思った以上に多くないのではないかとお見受けします。もっとこの機能を市の

業務において多方面で使っていただきたいと思います。また、昨年度の予算計上と大差がない

ということのようですので、今後は、本事業については予算を増やすなどして、もっと便利な

機能を追加していただき、多くの市民の方が使っていくことで恩恵を受けることができるよう

にしてほしいと思いますが、この件について、いかがお考えでしょうか。 

○情報管理課長 

 質問委員の言われるように、近隣市と比較しましても、当市の登録者は人口に対して決して

多いとは言えない状況でございます。災害情報等の緊急情報を誰１人取り残すことのないよう

届けるためにも、さらなる登録者増が必要と考えて、そのためには、機能を追加し、より便利

にすることが必要であると考えております。追加する機能につきましては、他自治体も導入し

ております粗大ごみ収集等の受付、処理手数料の支払いやチャットによる個別移住定住相談の

機能で、関係課と費用対効果等の協議を行い、導入について検討したいと思っております。粗

大ごみの受付につきましては、ＱＲコード決済やクレジットカード決済が可能で、申込みから

支払いまでＬＩＮＥで完結できます。移住相談については、画像を含めた質問のやりとりが可

能で、閉庁時間でも対応できます。また、拡充した機能をお知らせする広報についても必要で

あると考えております。広報いいづか掲載や、チラシ配布も引き続き行いますが、２０２４年
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度のごみ収集カレンダーには、ごみ収集日をＬＩＮＥでお知らせと記載しまして、ＬＩＮＥの

ＱＲコードを掲載する予定としております。 

○赤尾委員 

 このＬＩＮＥ、私も使わせていただいていますけど本当に大変便利で、生活に役立つ機能が

もう満載というところなんですけど、この事業は大きな可能性を秘めていますし、今後ますま

す発展していく事業であると思いますし、やり方次第では、例えば今問題になっています自治

会の加入率を上げたりだとか、そういうことにもつながっていくのではないかと思っています。

生活の利便性の向上を目的とした機能の充実もさることながら、まずは登録者を増やしていく、

このことが最優先課題だと思いますので、今後も広報活動、ＰＲ活動の強化を要望して、この

質問を終わります。 

○委員長 

 次に、７８ページ、その他の財産管理費について、赤尾委員の質疑を許します。 

○赤尾委員 

 予算書の７８ページ、概要書の１０ページについて、旧潤野小学校解体工事についてご質問

させていただきます。旧潤野小学校については売却に至らなかったことから、今年度の１２月

補正予算から令和６年度当初予算にて解体工事が計上されておりますが、まず、利活用の検討

についてお聞きします。旧潤野小学校の利活用については、売却のほかに他の施設への利活用

などの検討は行ったのでしょうか。 

○財産活用課長 

 旧潤野小学校につきましては、耐震基準を満たしてなく、改修等が必要なことから、ほかの

用途で利活用をすることは検討しておりません。また、鎮西小中一貫校の建設時から地元と鎮

西地区３校の跡地の利活用方法等で、地元が利用する箇所以外の鎮西中学校や潤野小学校校舎

敷は売却することで協議しております。 

○赤尾委員 

 今後の利活用を進めるに当たり、解体工事はどのように進むのでしょうか。その工期や概算

額が分かれば教えてください。 

○財産活用課長 

 旧潤野小学校につきましては、当該地が文化財発掘調査を必要とする土地で、校舎敷も狭小

のため、解体工事を分割して行う必要がありまして、工期的には令和７年度末までかかる予定

であります。概算額でございますが、予算ベースでお答えしますと、今年度１２月補正及び令

和６年度予算で総額約３億７００万円となっております。また、令和７年度においても、令和

６年度要求額と同じ程度の費用が必要になるのではないかと考えております。 

○赤尾委員 

 今概算３億７００万円で、令和７年度に令和６年度と同様の予算が必要になってきて、合計

で４億円を超えるぐらいはかかるでしょうという話ですね。では解体後の売却についてお聞き

します。売却方法や価格はどのようにされるのでしょうか。 

○財産活用課長 

 売却方法につきましては、前回同様、プロポーザル方式での売却を考えております。価格に

つきましては、更地になることや、公募時期が令和８年度になる見込みであることから、地価

の変動が予想されるため、改めて不動産鑑定をとりまして、参考にして価格を決定したいと考

えております。 

○赤尾委員 

 それでは、売却の際、何か条件を付して売却されるのでしょうか。例えば用途地域とか、そ

ういったところですね、お願いします。 

○財産活用課長 
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 当該地の用途地域は無指定地域となっております。前回の公募でも、特に条件は付しており

ません。また、飯塚市都市計画マスタープランにおけるゾーン区分は、市街地ゾーンとなって

おりまして、当該地域の特性と市街地ゾーンの将来像、まちづくりの目標及び方針に合致する

こと、また、地域のにぎわい創出及び、住民の生活利便性向上や、安全性の確保など、地域貢

献につながる事業計画とすることを求めておりましたので、現時点では同様の内容を考えてお

ります。 

○赤尾委員 

 最後ちょっと要望とちょっと意見になりますけど、旧潤野小学校の売却方法などは今のご説

明で分かりました。参考でありますが、お隣の宮若市では、民間企業であるトライアルさんと

連携し、廃校になった学校跡地をＡＩ開発センターやＡＩデバイスセンターなどと、様々な事

業を展開し、共同でまちづくりを進める「リモートワークタウン ムスブ宮若」というプロジ

ェクトを行っております。市と企業が協力してまちづくりを進めていくことは大変よいことだ

と思いますし、既存の建物を解体するだけではなく、工夫して利活用していくことは、市の財

政の健全化やイメージアップにつながっていくものと考えますので、ぜひ今後、本市の公共施

設跡地もこのような取組を検討していただきますよう要望いたします。 

○委員長 

 次に、８０ページ、ふるさと応援寄附事業費について、道祖委員の質疑を許します。 

○道祖委員 

 ８０ページ、総務管理費、企画費、ふるさと応援寄附事業費についてお尋ねいたしますけれ

ど、飯塚市のふるさと納税は近年増え続けておりますけれど、そこで返礼品について、お尋ね

したいと思います。ハンバーグがよく売れているということで１番人気だというのは承知して

おるんですけれども、返礼品がそのほかどんなものがあって、どんなものに人気があるのか、

分からないんですけど、そういうのは発表されてるんですかね。その点についてお尋ねいたし

ます。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 令和６年２月末現在での本市における返礼品の登録数でございますが、約８００商品を取り

扱っております。寄附額における上位の一部をご紹介させていただきます。今質問者が申し上

げましたように、１位と人気となっていますのが、鉄板焼きハンバーグデミソース、２位が

５種のチーズ入り鉄板焼きハンバーグ、３位が和洋風三段重おせち、これは季節商品ですが、

３位となっております。また、４位にきれいなコーヒードリップバッグ、５位が国産豚の切り

落とし、６位が国産牛の切り落とし、７位にかねふく明太子、８位に国産牛肩肉、９位、銀座

山形屋メンズオーダー仕立券、同じく１０位、銀座山形屋メンズオーダーの仕立券、これは寄

附単価の違い、以上が上位１０位となっております。また、この分の公表と言いますと、各

ポータルサイトで飯塚市のふるさと納税の寄附を募っている中で、商品等については、随時掲

載を行っているところでございます。 

○道祖委員 

 今言った中で、１００％純粋に地元産というのは何かあるんですか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 飯塚市のいわゆる市の特産１００％市内の特産品というのは、残念ながらこの上位の中には

入っておりません。ただ、８００商品の中にはあります。 

○道祖委員 

 何らかの形で地元の企業が関係しているんでしょうから、それは地元の企業の売上げが伸び

れば、地元の企業の経営に役に立っておるということは理解いたします。経済効果があってい

るんだろうと思いますけれど、やはりせめて、やはり１００％のものがどんどん売れるほうが

望ましいので、そういうふうな形でＰＲ等をしていただきたいと思っております。例えば豚肉
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とか、牛肉とか、そういうのはやはり１００％じゃないんですか。筑穂牛とかそういうやつで

はないんですか。単純に聞いていて、地元に牛や豚はいるだろうと思ったんですけど、やはり

違うということなんですか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 今お話ありました筑穂牛も実は８００商品の中では取扱いはございます。ただ上位１０位の

中に入っております国産豚、国産牛、これにつきましては、飯塚市内での豚や牛ではございま

せん。 

○道祖委員 

 せっかく地元のやつがあるんだったら、何かプレミアなんかを付けて売るように努力してい

ただければと思って、売るというよりも、返礼品に求められる価値を付けていただきたいなと

思いますので、一つその辺は工夫をお願いいたします。昨今、このふるさと納税については総

務省の基準が厳しくなってきておると聞いております。それがこういう返礼品の業者さんに対

して、どういう影響を与えていっておるのか。当然、売上げが低迷しているんではないかな、

若干下がってきているんではないかなと思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 総務省基準がスタートしました昨年１０月から本年２月までの５か月間で令和４年度と比較

した結果でございます。寄附件数では、令和４年度５５万８９４６件から令和５年度は１７万

５１６８件と、前年度と比較しまして３１．３％と下がっております。当然、事業者の売上げ

も減少していることとなります。 

○道祖委員 

 寄附額が伸びている部分はいいんですけれど、低迷し始めたら、これに頼っている業者さん

も大変だと思っておりますので、やはり独自の製品を開発していくことが必要になってくるん

ではないかなと思っておりますけれど、ただ寄附をしてくれる人に受けなくてはいけないんで

すけれど、大体そんなにその飯塚市に寄附してくれる人というのはどういう人たちが多いのか、

どういう都道府県から、寄附が多く来ておるのか、統計はとられておりますか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 年度途中でございますので令和６年２月末現在で申し上げます。寄附の多い都道府県の上位

１０位までを申し上げます。まず１位が東京都でございまして１５万１７５６件、全体の１７．

７％になります。２位が神奈川県、７万９４０８件で９．２％、３位が大阪府、７万

２６６５件で８．５％、４位が愛知県で６万１４３２件、７．２％。５位が埼玉県、５万

１７９２件で６％、６位が福岡県、４万７１７６件で５．５％、７位が千葉県、４万

６５０６件、５．４％、８位が兵庫県、４万２３７９件で４．９％、９位が北海道、２万

３３５３件、２．７％、１０位が静岡県、２万１６８件で２．３％、以上１０位までで寄附全

体の約７割を占める結果となっております。以上のように、人口の多い都市圏からの寄附が多

い結果につきましては、当課が行っております広報活動を、主に都市圏で行った結果も出てい

るものというふうに考えております。広報活動の詳細については控えさせていただきたいと思

います。 

○道祖委員 

 人口が多いところはやはりニーズがあるということですよね。しかしこの制度はいつまであ

るか分かりませんけれど、あるうちは、言葉は悪いですけど、もうけるだけもうけたほうが、

やはりいいと思っておりますので、もう一段と広報活動に力を入れて収益を上げていただきま

すようよろしくお願いします。再三言いますけど、地元の特産品を売り込むように努力してい

ただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、８３ページ、コミュニティバス等運行事業費について、赤尾委員の質疑を許します。 
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○赤尾委員 

 予算書の８３ページ、概要書の１１ページと１２ページです。コミュニティバス等運行事業

費についてお尋ねします。令和６年度のコミュニティ交通の事業費につきましては、令和５年

度とあまり大きな変化がなく、予算計上されているように思われます。本市が単独で運行して

いる各コミュニティ交通、予約乗合タクシー、エリアワゴン、コミュニティバス筑穂・高田線

の各交通機関の運行に関わる事業費は前年度と比べてどのようになっているのか。それとまた

同程度の予算となっている理由についてお答えください。 

○地域公共交通対策課長 

 まず、ご質問の本市単独運行のコミュニティ交通の各交通機関の運行に関連する令和６年度

の事業費及び令和５年度との比較につきましては、予約乗合タクシーは、運行関連経費合計で

８０１６万円、前年度比２６万１千円減少。エリアワゴンは運行業務委託料の３４０２万５千

円、前年度比２７万１千円増加。コミュニティバス筑穂・高田線は、運行業務委託料の

１５８２万５千円、前年度比１１４万３千円増。以上の合計額は１億３００１万円、前年度比

で１１５万３千円の増加となっております。 

次に、令和６年度につきましては、３年のスパンで運行の事業運営をしておりますコミュニ

ティ交通の３年目の運行となっておりますので、当該年度の運行計画につきましては、現在の

交通体系を維持した中で、令和５年度の運行計画の部分的な改善を図った内容となっておりま

す。予約乗合タクシー及びエリアワゴンにつきましては、今回、乗降場所の追加等の部分的な

改善は行っておりますけれども、委託料積算に関係する年間の運行時間には大きな変更はござ

いません。コミュニティバスにつきましては、停留所追加による運行ルートの一部変更が生じ

ましたので、委託料積算に関係する年間の運行距離が増加しております。運行に関わる委託料

等の事業費の変化につきましては、ただいま申しましたような部分的な変更によるものでござ

いますので、令和６年度の予算は前年度、令和５年度と同等程度の事業規模となっております。 

○赤尾委員 

 次に、コミュニティ交通事業を運営する中においては、利用者数が市民ニーズの反映や利便

性を評価する一つの指標となると思われます。そこで、現在の運行が令和４年度から新たな運

行体系に基づいて実施されていると思いますが、先ほどお答え頂いた各交通機関の利用状況は、

どのようになっているのでしょうか。令和４年度から、今回予算計上している令和６年度まで

の利用者数の実績や見込みをお答えください。 

○地域公共交通対策課長 

 各交通機関の利用者数につきましては、令和４年度は実績、令和５年度及び令和６年度は、

本予算編成時の見込み、試算というところでお答えさせていただきます。予約乗合タクシーに

つきましては、令和４年度３万９９５３人、令和５年度４万３３０人、令和６年度４万

６００人。エリアワゴンにつきましては、令和４年度３万１３１３人、令和５年度３万

４３２２人、令和６年度３万６７００人。コミュニティバス筑穂・高田線につきましては、令

和４年度１万１３７６人、令和５年度１万２４１２人、令和６年度１万３３００人となってお

りまして、合計では、令和４年度８万２６４２人、令和５年度８万７０６４人、令和６年度

９万６００人となっております。 

○赤尾委員 

 全ての交通機関において、利用者が大幅に増加している、また増加していく見込みというこ

とで、大変喜ばしく思います。それでは最後に、利用者数をさらに増加させるために大型商業

施設への乗り入れ、接続ですね、移動手段の確保が効果的だと思われます。近年、市内に大型

商業施設も複数開設されておりますので、コミュニティ交通を利用し、これらの商業施設に行

くことができれば、利便性が向上しますので、さらに利用者数の増加にもつながると思います

が、今後どのように取り組んでいくお考えなのか、お示しください。 
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○地域公共交通対策課長 

 コミュニティ交通による大型商業施設への来店につきましては、令和４年度以降、イオン穂

波店等の大型商業施設が所在しております各地区の予約乗合タクシーやエリアワゴンのご利用、

またコミュニティバス筑穂・高田線でも、イオン穂波店等に行くことができるようにしており

ます。今年度、令和５年度には、ＪＡふくおか嘉穂の複合型ファーマーズマーケットカホテラ

スにおいて、飯塚東地区の予約乗合タクシーの地区外乗降場所、エリアワゴンの飯塚東地区運

行路線及び穂波地区・菰田地区運行路線の停留所を設置しております。また、ゆめタウン飯塚

では、４月時点ではオープン前でしたので、その近接地にエリアワゴンの穂波地区・菰田地区

運行路線の停留所を設置いたしました。令和６年度からは、ゆめタウン飯塚の敷地内にコミュ

ニティバスの筑穂・高田線及びエリアワゴンの穂波地区・菰田地区運行路線の停留所を設置、

移設いたします。トライアル飯塚店付近にはコミュニティバスの筑穂・高田線の停留所を設置

します。イオン穂波店につきましては、予約乗合タクシーの鎮西地区の地区外乗降場所として

の設定をするように予定しております。大型商業施設へのコミュニティ交通による乗り入れ、

移動手段の確保につきましては、市民ニーズの反映、利便性の向上につながると考えておりま

すので、今後も各交通機関の特性や施設環境等を鑑みまして、必要に応じて乗降場所の設置等

を検討していきたいと考えております。 

○赤尾委員 

 おっしゃるとおりで、市民のニーズもかなりここ近年の大型商業施設の開設だったりとか、

体育館の開設なんかで、環境が変わっていると思いますので、市民のニーズも当然変わってき

ていると思います。また利便性向上につなげるように、取組のほうをお願いします。それで一

方で、高齢化社会が進むにつれ、今後交通難民となる市民の方々も増加していくことが予測さ

れます。その方々にとってコミュニティ交通の整備・拡充は大変重要なものでありますので、

今後も定期的な運行経路と運行回数の見直しを分析検証されて、それに伴う適正な予算計上を

お願いいたします。 

○委員長 

 次に、８５ページ、その他の地域振興費について、藤堂委員の質疑を許します。 

○藤堂委員 

 ８５ページ、地域振興費、その他の地域振興費、デジタルデバイド対策事業についてお尋ね

いたします。まず、スマートフォン教室委託料の具体的な予算の内容はどうなっているのかお

尋ねをいたします。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 本事業は、デジタル機器の操作に不安のある高齢者等に対しまして、身近な交流センター等

において、教室を開催することで、参加しやすい環境をつくり、スマートフォンの操作方法を

習得していただくことにより、誰もがデジタル化の恩恵を受けられることを目指すもので、ス

マートフォンの基本的な操作方法、キャッシュレス決済の操作や防災メールまもる君、市の公

式ＳＮＳの紹介、登録なども予定しているところでございます。 

○藤堂委員 

 スマートフォンの基本的な操作方法等をやっていただけるとのことですけれども、良ければ

業務内容をもう少し詳しくご説明お願いいたします。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 会場といたしましては、各地区交流センター等の公共施設を想定しておりまして、１回

２０人程度の受講で、個別相談を含めた２時間程度の教室を１か所で複数回開催いたしまして、

受講後のアフターフォローについても予定をしているところでございます。２０人程度の参加

になりますので、メイン講師のほかに補助員を２人以上配置することを考えているところです。

また、スマートフォンをお持ちでない方向けに機器の貸出しや予約等相談のためのコールセン
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ターも用意する予定といたしております。なお、実施に当たりましては、提案型公募プロポー

ザルを予定しておりますので、さらなる内容の充実についても期待できるものと考えていると

ころでございます。 

○藤堂委員 

 私としては、各地区交流センターにおいて、あまりお金をかけずにスマートフォン教室の開

催が可能ではないかと思っておりますが、この点についてはどう思われますでしょうか、お尋

ねをいたします。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 現在、一部の交流センターや、コミュニティセンターにおきまして、様々な学習活動の一環

として、外部講師によるスマートフォン教室が開催されているところでございます。もちろん

この教室にご参加を頂きまして、デジタル機器の操作に親しんでいただいたり、応用的な活用

に取り組んでいただいたりすることで、デジタルデバイドの解消につながっていくものと考え

ておりますけれども、デジタル化が急速に進展をしていく中、本事業を行うことによりまして、

より幅広く、多くの方にデジタル機器の扱いに慣れていただきまして、デジタル化の恩恵を受

けていただくことを目指しているところでございます。ただ、本事業は長く継続的に行うとい

うことは考えておりませんで、多くの方がデジタル機器の扱いに慣れていただいて、学習ボラ

ンティアを含めまして、例えば、地域コミュニティーの中で、お互いに教え合えるような状況

が広がりましたら、事業の必要はなくなっていくのではないかというふうに考えているところ

でございます。 

○藤堂委員 

 情報格差は私も当然できるだけ少ないほうが、小さいほうがいいと思っております。一度、

この事業とは別で、飯塚市が自治会から要望があったところにスマホ教室をされたと思うんで

すが、そこに参加いたしまして、内容としてはこの事業がやっているものとあまり相違はなか

ったと認識をしております。全員ではないんですけれども、基本的には電話はできるけど、そ

のほかは分からんという方々は多いなと思っています。内容だけ考えますと、地元の携帯のス

ペシャリストが、多分いらっしゃると思うので、その方に頼んだりして、答弁にもありました

交流センターでボランティアでやられているところもございます。状況が広がれば、この事業

は小さくなってもいいとご答弁もありますので、適切な時期の見極めと調節のほどよろしくお

願いいたします。デジタルデバイド、情報格差の解消も大切なところと併せて、デジタル機器

に対するリテラシーのところで、コンサル的な研修とか講習とかも必要ではないかと思ったり

します。そこまで使わないのに高スペックなものを買わされて、何でそんな料金払っているの

というおじいちゃんおばあちゃん、多く地元にいらっしゃいますので、そういったところも必

要ではないかと思います。続けられると思いますので、違う形へ昇華するような開催を要望さ

せていただきます。先ほど赤尾委員から公式ＬＩＮＥの使い方をどんどん広げていくようなご

質問もございましたが、こういう研修とかで、実習で公式ＬＩＮＥをちょっと実は進めますみ

たいなところももっとやっていただければと思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：５９ 

再 開 １２：５８ 

 委員会を再開いたします。 

 次に、８６ページ、その他の地域振興費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 提出資料ナンバー１１につき説明を求めます。 

○市民活動支援課長 
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 協働のまちづくり応援補助金チャレンジング事業について説明をさせていただきます。制度

の概要になりますが、協働のまちづくり応援補助金チャレンジング事業は、市民活動団体及び

地域活動団体が実施する不特定かつ多数の者の利益となるまちづくり事業に要する経費につい

て、市民活動の活性化及び市民自身の手による地域に密着した公共サービスの充実を図ること

ができると認められる事業を支援するもので、地域のやりたいを形にするスタートアップ補助

制度でございます。 

 中段になりますが、対象の団体につきましては、１から４の要件を満たすＮＰＯやボランテ

ィアなどの市民活動団体及び自治会、まちづくり協議会などの地域活動団体となっており、未

成年のみで構成される団体、または公共の利益を害する行為をするおそれがある団体は対象団

体としてはおりません。 

 補助の内容につきましては、各事業対象経費の４分の３以内を補助対象としており、（１）

テーマ事業と（２）のコミュニティ事業は上限を１５万円としております。新しいアイデアや

取組などの先駆的な事業につきましては、上限を２０万円としております。（３）のコラボ事

業につきましては、上限３０万円となっております。 

 次のページをお願いいたします。交付実績になりますが、令和２年度、３件、テーマ事業

３件、交付総額４５万８千円。令和３年度、９件、テーマ事業５件、コミュニティ事業１件、

コラボ事業３件、交付総額１９７万円。令和４年度、１３件、テーマ事業９件、コラボ事業

４件、交付総額２６７万８千円。令和５年度は見込みになりますが１９件、テーマ事業１０件、

コミュニティ事業３件、コラボ事業６件、交付総額３５８万１千円となっております。なお、

交付回数でございますが、同一団体、同一年度当たり１回となっており、複数年継続する事業

は３年までとなっております。 

 次ページ以降の資料になります。次ページ以降は、令和５年度の交付見込みで、令和４年度

から令和２年度までの各年度の交付事業の詳細となっております。説明につきましては割愛さ

せていただきます。今回、令和６年度の予算になりますが、過去の各事業の実績額の平均に直

近の見込みの件数２０件を乗じた額、３００万円で予算要求させていただいております。 

 以上、簡単ではございますが、資料の説明を終わります。 

○川上委員 

 このうち特定非営利法人、非営利活動法人ふれあい、二瀬地区まちづくり協議会のコラボな

んですけれども、このふれあいについては、理事長、専務理事が部落解放同盟飯塚市協議会の

幹部の団体ですか。 

○市民活動支援課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 昨年の８月４日、ここが主催した立食パーティーに市幹部２７人が参加しておりますけれど

も、その団体ですか。 

○市民活動支援課長 

 ふれあいさんのパーティーのことだと理解しております。 

○川上委員 

 事実を聞いています。 

○市民活動支援課長 

 そのパーティーに参加はさせていただいております。 

○川上委員 

 このチャレンジング事業に多くの地域団体が補助を受けているんですけれども、そのように

市幹部２７人が参加するような、立食パーティーを企画した団体がほかにありますか。 

○市民活動支援課長 
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 立食パーティーにつきましては、ほかの団体からは特にそういうのは、私の場合は、参加は

しておりません。 

○委員長 

 要請があったか。参加じゃない。 

○市民活動支援課長 

 そういう企画をされたかということに関しては、されておりません。 

○川上委員 

 このＮＰＯの専務理事が案内したから行ったわけではなくて、部落解放同盟の当時書記長が

案内したから参加したというふうなことではないんですか。 

○市民活動支援課長 

 違います。 

○委員長 

 次に、９０ページ、人権推進事業費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 提出資料をナンバー１２及びナンバー４９、説明をお願いします。 

○人権・同和政策課長 

 資料についてご説明いたします。まず４０ページの部落差別解消推進団体の認定基準と当該

団体一覧及び交付実績、消費税分の取扱いのわかるものをお願いいたします。部落差別解消推

進団体の認定基準として、補助金要綱の抜粋を４０ページに記載しております。次に４１ペー

ジになります。該当する２団体を記載し、下段には２００６年度以降について年度ごとの交付

実績、令和５年は予算額、令和６年度につきましては今回の当初予算の額となっております。

次に４２ページをお願いいたします。４２ページにつきましては、補助金交付要綱となってお

ります。なお、消費税に関するものということでは、この団体につきましては免税事業所の該

当となりますので、資料提出するものがございません。次に４２ページをお願いいたします。

４２ページには飯塚市の補助金要綱をつけております。 

以上、簡単ですが、説明を終わります。 

○川上委員 

 補助金の交付実績があるわけですけれども、累計ではどうなりますか。 

○人権・同和政策課長 

 提出した資料の合計額でございますが、まず４１ページにあります。部落解放同盟飯塚市協

議会、この分につきましては５億２１５１万６５７７円。全日本同和会福岡県連合会飯塚市支

部協議会につきましては５３９９万１０５円となっております。 

○川上委員 

 この団体は、それぞれ消費税の取扱いはどうなっていますか。 

○人権・同和政策課長 

 先ほど資料の中でご説明しましたが、免税事業者に当たります。 

○川上委員 

 国の同和対策特別事業はいつ終了しましたか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：０７ 

再 開 １３：０８ 

 委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 延長がされておりますが、最終的には２００２年、平成１４年に終了しております。 
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○川上委員 

 ２００１年度で廃止と、いっぱいで廃止ということですね。何年経っていますかね。 

○人権・同和政策課長 

 ３５年経過しております。 

○川上委員 

 今法律がない以上、同和地区はありません。これは人権・同和政策課長が２０１８年３月

１３日の予算特別委員会で答弁した内容です。確認できますか。 

○人権・同和政策課長 

 現在は一般対策として行っております。 

○川上委員 

 今法律がない以上、同和地区はありませんというのが飯塚市の認識かと。２０１８年の答弁

があるけれども、それを聞いている。確認してくださいと言っているわけです。 

○人権・同和政策課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 同和地区はないのに、なぜ補助金を、５億円を超えて累計で出し続けるのか、お尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 同和地区はハード事業の部分に当たりますので、対策事業で行った部分はハード事業に該当

いたします。その部分につきましては、現在もなお補修等が必要な部分については一般対策、

それから必要な工事についても一般対策で行っている状態でございます。それでご質問のなぜ

補助金を出しているかという部分でございますが、この部分につきましては、いまだに部落差

別が発生し、その部分の完全解放、それから、その部分の差別解消につきまして飯塚市のほう

で認めて、その分に対する補助金を出しているところでございます。 

○川上委員 

 これらの団体に対する補助金が、それに資するものであるかという点で、この間指摘をして

きているわけですけれども、市の補助金要綱が先ほど示されております。その趣旨をお尋ねし

ます。 

○人権・同和政策課長 

 飯塚市部落差別解消推進団体補助金交付要綱の第１条に趣旨がございます。読み上げさせて

いただきます。住民の自主的、組織的な教育活動を促進し、住民自らの教育水準、福祉の向上

を図るため人権・部落差別解消行政と整合性を保ち、部落差別問題の速やかな解決に資するた

めの費用について、部落差別解消対策の推進に資する団体に対して補助金を交付するというふ

うになっております。 

○川上委員 

 対象経費はどうなっていますか。 

○人権・同和政策課長 

 補助対象経費につきましては、この要綱の中の別表にありますとおり項目として、人件費、

事務費、会議費、専門部及び支部活動費、研修費が補助の対象となっております。 

○川上委員 

 除外規定はどうなっていますか。 

○人権・同和政策課長 

 慶弔費及び食糧費に関しては除外しております。 

○川上委員 

 要綱第３条に括弧書きがありますでしょう。その前半を読んでいただいたんですね。後半を

読んでください。 
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○人権・同和政策課長 

 要綱の第３条、最初から読ませていただきます。補助の対象となる経費は、次に掲げる活動

及び事業に要する経費並びに団体の運営に要する経費、括弧書きで食糧費、渉外費及び上部団

体の会費に類する経費並びに市長が社会通念上適切でないと認めた経費を除く、であって、別

表に掲げる経費とすると書いてあります。 

○川上委員 

 課長はさきの決算特別委員会で、社会的に批判されるべき事態が生じたときは補助金の返還

を求めると答弁したことがあります。確認してください。 

○人権・同和政策課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 市民協働部長はさきの３月１日の私の一般質問に対し、県道用地買収をめぐる部落解放同盟

の介入を指摘した中で、社会的規範を超える発言があれば、補助金の廃止を検討すると言い、

武井市長はそれを確認しました。間違いないですか。 

○人権・同和政策課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 そこで資料要求をお願いしたいんですけれども３つ。１つは、概算払いの場合の補助金交付

手続の流れ。２つは、部落解放同盟との今年度予算計上に関する経緯の分かるもの。３つは、

令和６年度当初予算要求書、この３点であります。取り計らいをお願いいたします。 

○委員長 

 ただいま川上委員から資料要求について取り計らうように発言がありましたが、本特別委員

会は、市長から成案として議会に提出されました予算案を審査するものです。その前段となる

予算要求に係る市内部の協議の過程については、審査の範囲を超えるものと考えますので、た

だいまの資料要求のうち、予算要求書の資料要求については、委員長としては認められません。

川上委員、この点を踏まえて改めて資料要求をお願いいたします。 

○川上委員 

 委員長のおっしゃるのは納得がいきませんけれども、取りあえず１番と２番につき、資料要

求をお願いします。 

○委員長 

 執行部にお尋ねいたします。ただいま川上委員から要求があっております資料は提出できま

すか。 

○人権・同和政策課長 

 準備できます。 

○委員長 

 お諮りいたします。ただいま川上委員から要求がありました資料については、要求すること

にご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：１７ 

再 開 １３：１７ 

 委員会を再開いたします。 

 資料が準備されていますので、サイドブックスに掲載いたします。 

○川上委員 
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 まず、補助金交付手続の流れにつき説明を求めます。 

○人権・同和政策課長 

 まず流れでございます。左側に飯塚市、右側に申請団体の欄を設けております。まず①とし

ましては、申請団体から交付の申請が始まり、それを飯塚市が受付、手順を踏んだ上で最後、

一番下の右側の１５番、左の飯塚市が補助金の支払いの通常払いの場合は、右側の団体に対し、

補助金の受理、完了ということになっております。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：１８ 

再 開 １３：１８ 

 委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 今の流れは分かりました。時期的にはどういう感じなのか、時期的なこともおっしゃってい

ただけますか。 

○人権・同和政策課長 

 一般的な流れになりますが、４月に申請書を受理し、事業完了が３月になりますので、３月

末をもって事業の完了を、そこで終わり、４月に完了届を出していただいて、そこで精算とい

う形になっております。 

○川上委員 

 概算払いはなぜするんですか。 

○人権・同和政策課長 

 概算払いの場合につきましては、交付団体に自主財源がない場合、補助金の半分を２回、

３回に分けて、補助金を支出するような形になっております。団体のほうがこの補助金の交付

を受けないと団体の事業が成立しないような場合は、概算払いというふうになっております。 

○川上委員 

 部落解放同盟は概算払いを受けている団体なので、補助金がなければ活動できない、成立し

ない団体という認定ですか。 

○人権・同和政策課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 それでは②につき説明を求めます。 

○人権・同和政策課長 

 提出しておりますこの資料につきましては、令和６年度に部落解放同盟飯塚市協議会の補助

金の増額の話がありましたので、それについて私と人権・同和政策課と部落解放同盟飯塚市協

議会との間に取り交わされた補助金の増額についての概要となっております。 

○川上委員 

 その説明をしてくださいという質問です。 

○人権・同和政策課長 

 まず、令和５年１０月１０日、伊岐須会館において、相手方は市協の書記長、それと飯塚市

側が私と課長補佐、解放同盟飯塚市協の補助金の増額についてお願いしたいというような、口

頭でお受けいたしました。しかしながら、私どもとしては、口頭で言われても、補助金ですか

ら、内容も分からないままそれをお受けすることはできませんので、一旦その具体的な内容を

示してほしいというのが１０月１０日の概要になります。その下の１２月１３日ですが、市協

側、委員長、財務委員長、執行委員の３名、飯塚市側が課長の私と課長補佐になっております。

補助金の具体的な説明について、１２月７日に市協の臨時大会を開いて規約改正を行うと。こ
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の規約改正の内容につきましては、組織強化を図りたいということで、組織の概要を変革する

と。それに伴って４０万４５００円が市協の計算では不足するというのをお聞きしております。

その内訳について、そこに書いてあります。補助金の素案として、このときに市協側から出た

計算と、それから改革の内容について持ち帰って、その場では返事ができませんので、持ち帰

って検討するということで回答しております。その次が１２月１８日になります。こちらにつ

きまして、１２月１８日の出席者につきましては、委員長、財務委員長、執行委員長、３名が

市協側。飯塚市が人権同和政策課の私と課長補佐の２名。このとき１２月１３日に補助金増額

の説明を受け協議した結果、令和６年度の予算に計上することを検討すると返事をしておりま

す。ただし、予算要求になったとしても議会の承認を受けるまでは確定しないということでお

返事をした内容になっております。 

○川上委員 

 補助金を増やしてもらいたいという要請する側が、市の幹部を呼びつけたということなんで

すか。 

○人権・同和政策課長 

 呼びつけたというわけでは、ちょっとあれなんですが、行ったことは事実です。 

○川上委員 

 理由は。 

○人権・同和政策課長 

 補助金についてお話があるということで、私が参りました。 

○川上委員 

 課長補佐と２人でなぜ行ったのかということを聞いているわけですよ。 

○人権・同和政策課長 

 市協側から、補助金についてのお話をしたいということで、私と課長補佐が業務の一環とし

て参りました。 

○川上委員 

 補助金を受け取る団体の側から要望に来るのが普通ではないんですか。 

○人権・同和政策課長 

 その件につきましては、私はケース・バイ・ケースだというふうに感じております。 

○川上委員 

 この経過を見たら、全部あなた方が行っているではないですか、伊岐須会館に呼ばれて。全

部行っているではないですか。ケース・バイ・ケースとかない。必ず行っているではないです

か。市長、どう思いますか、この姿。 

○人権・同和政策課長 

 この概要の日付については、私どもが全部行っておりますが、そのほかお話がある場合は市

協側が来ることもありますので、ケース・バイ・ケースというふうなお答えになっております。 

○川上委員 

 では、その部分については書いていないということですね。市協が飯塚市に来たことについ

て書いてないわけでしょう。それをおっしゃってください。 

○人権・同和政策課長 

 すみません、言葉が足りませんでした。この補助金については全て行っております。ただ、

ほかの要望等のお話がある場合は、このことだけを言えば、私どもが全部行っております。 

○川上委員 

 だから、武井市長にこの姿をどう思うかということを聞いているわけですよ。 

○市民協働部長 

 今、担当課長が申しますように、今回の補助金の増額要望という形で、詳しいお話を聞く必
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要がございましたので、私も担当課長に聞きまして、事務所のほうでお話を聞くという形で指

示をいたしております。ただ今、担当課長が申しますように、今回の補助金の増につきまして

は、諸々理由がございまして、お話をお聞きしております。それ以外の全てにおいて市の職員

が事務所に行っているわけでございませんので、今回については、そういう事務所の中で、資

料等も確認しながら説明を受ける必要があるということも認識しておりますので、そういう形

で行っております。それ以外の分につきましては、市協のほうから市のほうに、本庁のほうに

来てお話しされたことも、結構度々あるという形で考えております。 

○川上委員 

 部落解放同盟書記長の安永勝利さんは、先ほどのＮＰＯふれあいの専務理事もしていたわけ

ですね。立食パーティーも主催したというんですけれども、その後、こういう交渉を１０月

１０日に行っていると、あなた方を呼びつけて。それで、書記長はいつまでその任にあったわ

けですか。 

○人権・同和政策課長 

 先ほどの概要からいきますと、１０月１０日は、安永書記長はいらっしゃいました。その後、

御存じのように市議の補欠選挙のほうに立候補されております。そのときに、１０月３１日を

もって一度辞任されております。その後、令和６年２月１日に残任期間ということで、また書

記長として職務についております。 

○川上委員 

 部落解放同盟の規約との関係で、書記長というのはそんなに辞めたり、戻ったり簡単にでき

ることなんですか。復職のときには、規約上どういう手続が必要なのか、確認していますか。 

○人権・同和政策課長 

 役員の選考につきましては、規約の中では、退会の承認事項になっております。その件につ

きましては任期改正の折、退会の承認事項と。今回の安永書記長の辞任、それから復帰につき

ましては、その下にある市協委員会という、上から２番目の大会というか会議の中で、辞任の

受理をされ、市協委員会の中で復帰の協議をされ、そこで正式に認められたというふうに聞い

ております。 

○川上委員 

 ２月分の給料は出ているんですか。 

○人権・同和政策課長 

 ２月分からは給与は出ております。 

○川上委員 

 ２月、３月分は先ほどの概算払いの関係で支給をして、また税金で人件費を見るということ

になりますか。 

○人権・同和政策課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 ２月１日復職については先ほどの説明がありましたけど、部落解放同盟はこれが正規の手続

だというふうに言い張っているわけですか。 

○人権・同和政策課長 

 そのように受けております。飯塚市としましては、団体の内部の規約に基づいてされたとい

うふうに聞いておりますので、その件については、飯塚市としては何も言うことはございませ

ん。 

○川上委員 

 税金を出さないんだったらいいですよ。税金を出しているのに、何も言うことはないとはど

ういうことですか。 
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○人権・同和政策課長 

 何も言うことがないというのは、団体が決めることであって、それについて飯塚市が言うこ

とはないという意味でございます。 

○川上委員 

 人件費分の税金を出すということを、あなたは答弁したではないですか。そのことに着目し

て言っているわけですよ。分からん運営しているとすれば、税金を出すことはできないでしょ

う。どうなんですか。 

○人権・同和政策課長 

 執行部というよりも、部落解放同盟のほうが規約に従って、役員の辞任と復帰について正式

に手続を経てなされたということでお聞きしておりますので、その部分につきましては、飯塚

市としては、団体に対し何も言うことがないということで、補助金を支出している部分につき

まして、不在の期間につきましては、当然、補助金の最終的な精算のときに、飯塚市としては

返還を求めるつもりであります。 

○川上委員 

 部落解放同盟というのはそういう団体であって、また飯塚市はそういう団体とは、そういう

慣れあった関係だというふうなことが浮かび上がってくるわけですね。それで、予算編成に関

わって、部落解放同盟は毎年、夏期交渉というのをやっているんですね。今回、予算編成に関

わっては、いつ、どういう内容の交渉があったか、お尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 確かに７月に毎年、協議を行っておりますが、新年度予算の部分につきましては、協議の中

には入っておりません。 

○川上委員 

 膨大な要求書があるんだけど、この中に予算に係ることは山ほどあるではないですか。大体、

この交渉には誰が出ているんですか。 

○人権・同和政策課長 

 出席者につきましては、市長をはじめ部長、課長、全ての名前はちょっと今手元にございま

せんので言えませんが、肩書としては、いわゆる幹部が出席しております。 

○川上委員 

 市の部長で、出ない部長がいますか。 

○人権・同和政策課長 

 すみません、手元に資料がありませんが、出ない部長はたしか――、議会事務局長が出てお

りません。 

○川上委員 

 それ以外の部長は全員出席ということですかね。 

○人権・同和政策課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 企業管理者を含めた３役はどうですか。 

○人権・同和政策課長 

 出席しております。 

○川上委員 

 それらのメンバーの大半が、８月４日の立食パーティーに行ったんだけれども、行っていな

い人を確認したいと思います。 

○人権・同和政策課長 

 ２７人を除き行っていませんので、市長、副市長、企業管理者等は行っておりません。 
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○川上委員 

 部長で行っていない人いるでしょう。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：３４ 

再 開 １３：３５ 

 委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 部長級で申しますと、参加していなかった部長は教育部長、市民環境部長、行政経営部長の

３名でございます。 

○川上委員 

 １０月１０日、安永書記長に対して組織強化を図るのであれば、そのためにお金よこせと言

っているわけですから、であれば規約改正が必要ではないかというふうに言ったのは誰ですか。 

○人権・同和政策課長 

 私が言いました。 

○川上委員 

 怒らなかったですか。組織問題に行政幹部が口を挟んだということで。 

○人権・同和政策課長 

 特に怒られておりません。 

○川上委員 

 仲はいいわけですね。それで、市協、書記長の側はどういう回答をしたんですか。 

○人権・同和政策課長 

 すみません、記憶になりますが、特に仲がいいわけではございませんが、そのときは規約改

正が必要だろうというふうに言われておりました。 

○川上委員 

 市協と書いてあるところ読み上げてください。どういう回答をしたか。 

○人権・同和政策課長 

 １０月１０日、一番最後の行です。臨時大会を開催し、規約改正を含め具体的な内容を説明

するというふうに書いております。 

○川上委員 

 課長の指摘を受けて、市協の書記長ともあろう者が、臨時大会を開催し、規約改正を含め具

体的な内容を説明すると言ったわけですね。結社の自由との関係でどうなりますか。 

○人権・同和政策課長 

 そのことについては、私、特に何も感じておりません。 

○川上委員 

 これは副市長の出番ではないでしょうか。どう感じますか。 

○市民協働部長 

 質問委員が言われます書記長に担当課長が規約の改正が必要ではないですかという、これは

一般論としまして、補助金交付団体、市として関係する団体につきましては、アドバイス程度

の形で、質問委員が言われますように、組織の内部に入り込んでこうしろというような形の認

識でお話をしたような認識がないというふうに理解しております。最終的に組織の規約を改正

する決断につきましては、市協内部で検討された上でされるという形で認識しています。 

○川上委員 

 それから１週間後、１１月７日になって、あなた方担当課は当初予算要求書を提出していま

すね。１１月７日、１７時１８分３２秒という作成時刻になっています。これを説明してくだ
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さい。 

○人権・同和政策課長 

 このときには前年と同額で予算要求をさせていただいております。その分を送った記録だと

思われます。 

○川上委員 

 １０月１０日に書記長が伊岐須会館にあなた方を招いて増額を求めたと。あなた方は、規約

改正が必要でしょうと、そう言うんだったら。臨時大会をしてはどうですかと、分かりました

と言って、１か月後には前回と同額の予算要求をしたと。これは１１月５日が市長選挙の告示、

市議選の告示で、１２日が投票ですから、真っ最中となるわけですね。このとき、武井市長候

補も頑張っておったでしょうけど、書記長安永勝利さんも市議補選に立候補していろいろやっ

ていたと、その時期なんですよ。そして１か月後、１２月７日に臨時大会をしたというんです

けれども、その概要について確認していると思いますので、お尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 臨時大会の内容の全てを聞いたわけではございませんが、臨時大会において規約改正を行う

ことを、定期大会に上程するというふうにお聞きしております。 

○川上委員 

 臨時大会では規約を改正し、協議素案をつくったと。そしてあなた方はそれをもらったとい

うことになっているので、委員長、この改正規約と今回予算要求に関わる協議の素案、２つ、

資料要求したいと思います。取り計らいよろしくお願いします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：４０ 

再 開 １３：５４ 

 委員会を再開いたします。 

 執行部にお尋ねいたします。ただいま川上委員から要求があっております資料は提出できま

すか。 

○人権・同和政策課長 

 組織改編についての市協から頂いた資料は提出できますが、規約については現在ありません

ので、提出できません。 

○委員長 

 お諮りいたします。ただいま川上委員から要求がありました執行部が提出できるとあった資

料については、要求することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、執行部に提出を求めます。 

 資料が準備されていますので、サイドブックスに掲載いたします。 

○川上委員 

 組織改編について、現在の地区統括を廃止し、支部制に組織の改編を行うという資料ですけ

れども、説明を求めます。 

○人権・同和政策課長 

 飯塚市協の現行の規約では地区統括、いわゆる旧１市４町において、地区統括を置いており

ます。その統括を廃止し、各支部の組織を強化するというふうに聞いております。その下、組

織改編に伴う来年度の予算組替えについては記載のとおりになっております。それから、その

下に支部長の役割、手当、活動のための活動費、その下、専門部は３人の調査行動費、高齢・

女性・青年の３人の行動費ということで、その他については執行委員活動費１人当たりにつき

５千円、執行委員８人というふうに書いております。右側の２０２４年度支部活動費見込明細
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ということで、ここには各支部の人数と手当と、それから合計額が書いてあります。以上で説

明を終わります。 

○川上委員 

 本市の新年度一般会計予算計上額はこれを反映しているわけですか。 

○人権・同和政策課長 

 左側の組織改編に伴う来年以降の予算組替えについて、この計算が市協のほうで計算をされ

た金額になりますが、この不足額の４０万４５００円、この分を新年度予算のほうに増額で要

求しております。 

○川上委員 

 それを税金で補填しなければならないという意味は全く分かりませんけれども、この支部長

手当、支部員１人当たり４千円、交通費、通信費を含むという、ただし支部員１０人以下の支

部は年４万円とする。これはどういう意味ですか。数字の根拠も含めて、教えてください。 

○人権・同和政策課長 

 ご質問の部分ですが、右側の表にあります支部員数というものがございます。この人数に

１人当たり４千円、年間分を掛けた数字をまず算出して、この分につきましては支部長の交通

費、通信費等を含むと。ただし書きですが、支部員１０人以下の支部は４万円とするというの

が、いわゆる８名、９名であっても１０人と同等という、活動は同等ということで４万円を上

限にした計算になっております。 

○川上委員 

 ちょっと聞きたいことを答えていただいてないと思うけど、隣の明細で支部員数と書いてい

るのを合計すると４６６になるんですよ。これは世帯数ですか、それともその世帯に属してお

られる人々の人数なんですか。 

○人権・同和政策課長 

 そこは市協のほうに確認をしておりませんが、私は人数というふうに認識しております。 

○川上委員 

 ちょっと大丈夫ですか。副市長、ちょっと今の答弁は大丈夫ですか。 

○人権・同和政策課長 

 支部員数につきましては実人数でございます。 

○川上委員 

 部落解放同盟は支部員という規定は、定義はどういうことになっているんですか。 

○人権・同和政策課長 

 申し訳ありません。その件に関しては、私は存じ上げておりません。 

○川上委員 

 副市長、本当に大丈夫ですか。これで予算計上して。 

○人権・同和政策課長 

 まず支部の定義としましては、自治会で例えますと、いわゆる組といいましょうか、そこの

地域に住んである方の範囲になります。その方たちの人数がここに書いてあります１番上で言

えば７５人。ですから、何々支部というのがその地域の範囲になります。その中に７５人の会

員さんがいらっしゃいまして、その人数がここに記載されております。 

○川上委員 

 分からずに適当に答弁しているでしょう。部落解放同盟は世帯で加盟するんですよ。会費も

世帯ごとに払うんですよ。ここにある支部員数というのは、その世帯に属している赤ちゃんか

らお年寄りまで全員の人数を入れているのか、世帯数なのかということを聞いているんですよ。

解放同盟の規約で確認しないといけないでしょう、予算計上するに当たって。今頃になってそ

れが分からないというのは、予算計上の資格を問われますよ。 
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○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：０２ 

再 開 １４：０３ 

 委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 今、ご質問の件の支部員数につきましては、ちょっと確認をしたいと思いますので、お時間

を頂きたいと思います。 

○川上委員 

 市長も予算の計上を保留するというか、これだけ撤回するという局面だと思うけど、それで

は、支部員というのがよく分かりませんということなんだけど、支部員１人当たり４千円の支

部長手当という、この４千円という根拠は何ですか。 

○人権・同和政策課長 

 この部分につきましては、支部員１人の当たりの日常の相談、それから、その方々の取りま

とめを行う市協との連絡が根拠になっております。 

○川上委員 

 ですから、なぜ４千円かと聞いているわけですよ。 

○人権・同和政策課長 

 月に行動する場合、このくらいの経費がかかるというふうにお聞きしております。 

○川上委員 

 これは税金ですよ。お聞きしていますで済まないでしょう。なぜこの４千円を要求するのか

と。１０人以下だったら４万円というふうに書いているではないですか。額について聞いたで

しょう。 

○人権・同和政策課長 

 日常の相談業務につきましては、その時間を支部長が使うということ、それから、市協との

連絡につきましては、その分車で移動すればガソリン代等の経費がかかりますので、その分と

いうふうに聞いております。 

○川上委員 

 武井市長、なぜ１人当たり４千円だと思いますか、１０人以下はなぜ４万円だと思いますか。

確認したでしょう、市長の査定で。市長、答弁してください。 

○人権・同和政策課長 

 その分も再度確認をしたいと思います。 

○川上委員 

 分からなかったということですね。そうすると、支部活動のための活動費、支部員１人当た

り年１５００円と書いていますね。支部員２０人以下の支部は年３万円となっています。この

根拠も分かりませんか。 

○人権・同和政策課長 

 その分も確認したいと思います。 

○川上委員 

 次に、専門部、高齢部長・女性部長・青年部長３人の調査行動費１人３千円と掛ける１２か

月で合わせて１０万８千円という、この３千円と出てくるわけですよ。これも根拠が分かりま

せんか。 

○人権・同和政策課長 

 その分も確認させていただきます。 

○川上委員 
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 執行委員活動費１人当たり月５千円ときてるわけですよ。８人いるので掛ける５千円掛ける

１２で４８万円となっているんですね。これも分からないんですか。 

○人権・同和政策課長 

 確認させていただきます。 

○川上委員 

 こういう部落解放同盟から請求書をもらって、自分のお金ではなく税金で払うというような

態度で予算計上して、議会まで持ってくるというほうが異常でしょう。それでそもそもこの地

区統括調査費１８６万４千円というのがありますけど、予算では５つあるんでしょう、統括が。

予算では１９０万円になっていますね。この地区統括調査費というのはどんなことをするんで

すか。 

○人権・同和政策課長 

 すみません、地区統括が５つあって、その分で相談業務とかいわゆる市協との連絡をやって

いるということは確認しておりますが、詳細については確認ができておりません。 

○川上委員 

 あなた方は決算のときに、領収書を全部見ているんではないんですか。見てないんですか。 

○人権・同和政策課長 

 見ております。 

○川上委員 

 見ておって分からないとかある、あるわけないでしょう。 

○人権・同和政策課長 

 その確認した支部統括の明細でお答えいたしますと、まず、支部の統括長に対する人件費、

それから事務所費、会議費、事業費というふうになっております。 

○川上委員 

 もう少し具体的に言ってください。１９０万円になるように。 

○人権・同和政策課長 

 まず飯塚支部統括、これは人件費が２４万５千円、事務所費が３１５０円、会議費、これは

統括会議における消耗品等になっておりますが７万５００円、事業費、専門会議、これも会議

に使うお金になりますが、６万円。それがそれぞれ飯塚支部統括で４０万４千円、穂波支部統

括で５２万３０８０円、筑穂支部統括で５３万８９０９円、庄内支部で１６万円、頴田支部で

２２万８千円、合計の１８５万３９８９円となっております。 

○川上委員 

 支部長は自治会長を兼ねる場合があるのではないですか。 

○人権・同和政策課長 

 確認はしておりませんが、可能性としてはあります。 

○川上委員 

 自治会と部落解放同盟の同盟費と一緒に集めているところもありますよね。そうしますと部

落解放同盟の支部長は、部落解放同盟市協を通じて税金で報酬をもらい、世帯数に応じて。一

方で行政協力員として、市長から別の流れの中で、行政協力員としての報酬を世帯数に応じて

もらうわけでしょう。両方から部落解放同盟経由の税金と、それから市長からの直接の税金と

両方来る可能性があるんだけど、これは問題がないんですか。 

○人権・同和政策課長 

 すみません、確認をさせていただきます。 

○川上委員 

 確認せずに予算計上しているわけですか。 

○人権・同和政策課長 
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 すみません、その分については活動内容が別の活動ということで問題ないと考えます。 

○川上委員 

 武井市長、この問題は、なぜこういう組織改編がこの時期に必要だったかというのを考えて

みる必要があります。部落解放同盟の書記長が選挙に出ますよと。選挙に出るに当たって、そ

れが理由かわからないけど、辞職しますと、辞任しますと。その頃には既に、地区統括のとこ

ろに滞留している１９０万円の税金を支部に渡していきますと、支部長に渡していきますとい

うのがもう話があっていたわけでしょう。これは、選挙の後の事後の報奨金ということにもな

りかねない危険性があると思うんだけど、市長どう思われますか。 

○市民協働部長 

 質問委員が言われますような選挙の兼ね合いと今関連づけられておりますが、今市のほうか

ら市協のほうに補助金を出しています内訳につきましては、ただいまちょっと説明ができてな

い部分もございますが、支部統括等の活動に対する謝礼金という認識で、これは今年度に限ら

ず、継続して今までもそういう形の分で積算根拠を頂いた上でチェックした上で補助金を交付

している人件費であります。質問委員が言われます選挙の関係のあれとは全くもって異なるも

のという形の部分というふうに認識しております。 

○川上委員 

 市民はそういうふうに思うでしょうか。今回、市議補欠選挙は市長選挙と同日に行われたわ

けですね。そこで武井市長は、部落解放同盟と協定を結ぶ、結ばないにかかわらず、支援を受

けたのではないですか。市長、答弁してください。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：１４ 

再 開 １４：１４ 

 委員会を再開いたします。 

○武井市長 

 私の記憶ですけれども、立候補に当たっていろんな企業・団体等から推薦を頂きます。つぶ

さに、たくさんありますので覚えておりませんが、そういった推薦は頂いておりません。 

○川上委員 

 ですから、質問を聞いていましたか。推薦を、あるいは政策協定を結ぶか、結ばないかにか

かわらず、部落解放同盟の支援を受けていないかと聞いたんですよ。部落解放同盟の幹部と一

緒に選挙活動してないですか。 

○武井市長 

 今おっしゃるようなことはございません。 

○川上委員 

 それは、大丈夫ですか。今おっしゃるようなことというふうにおっしゃったけど、部落解放

同盟と一緒に市長選挙を戦ったことがないかというふうに聞いたんですよ。そういった言葉で

では困りますよ。 

○委員長 

 川上委員、ないという答弁だったと思いますけど。 

○川上委員 

 では、私が言ったような行為は、選挙活動中なかったと。確認しますけどいいですか。（発

言する者あり） 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：１６ 
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再 開 １４：１７ 

 委員会を再開いたします。（発言する者あり） 

不規則発言はやめてください。（発言する者あり）不規則発言はやめてください。 

○武井市長 

 さっきと同じでございまして、そのようなことはございません。（発言する者あり） 

○委員長 

 執行部が答弁できなかった箇所については保留にして、次に行かせていただきます。 

 次に、９１ページ、その他の男女共同参画推進費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 私のほうからは、男女共同参画啓発講座講師謝礼金５５万５千円と、男女共同参画啓発講座

委託料８２万円についてお尋ねいたします。まずその内訳について教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 男女共同参画啓発講座講師謝礼金５５万５千円の内訳は、男女共同参画社会の実現のために、

市が主催する男女共同参画啓発講座の講師謝礼金３５万５千円と、サンクスフォーラム実行委

員会と市が共同で行うサンクスフォーラムの講師謝礼金２０万円となっております。男女共同

参画啓発講座委託料８２万円は、イクボス女性活躍推進講演会の委託料でございます。 

○金子委員 

 この市が主催する啓発主催講座の取組の内容について、もう少し詳しく教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 啓発主催講座につきましては、男性の家事・育児・介護参画を促進する講座や性暴力防止な

どに関する男女共同参画に寄与する講座を実施してまいります。なお、啓発主催講座につきま

しては、男女共同参画推進センターサンクスがあるイイヅカコミュニティセンターを中心に開

催しておりますが、男女共同参画を広く知っていただく機会とするために、交流センターでの

講座の実施や地域での出前講座など開催場所を拡大して行っていきたいと考えております。 

○金子委員 

 男女共同参画と申しますと、女性のためのという認識がどうしても強くなっているように感

じておりますが、実際今回、男性の家事や育児、介護参画を促進する講座、また大事な性暴力

の防止に関する講座などを、交流センターで行っていただけるということで、大変力強く思っ

ております。この男女共同参画を広く知ってもらうためには交流センターで、どんどん広げて

いただけたらと思っております。ではイクボス女性活躍推進講演会についてお尋ねいたします。

その内容についてもう少し詳しく教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 令和５年度の市民事業者向けのイクボス女性活躍推進事業につきましては、動画配信による

研修や、４０名程度の集合型研修により実施してまいりました。令和６年１月末現在、イクボ

ス宣言事業所が１０４社になったことから、令和６年度は、イクボス宣言事業所の方々が一堂

に会することができる講演会を企画しております。なお、この講演会は、嘉飯圏域定住自立圏

の連携事業として、嘉麻市、桂川町とも連携して、女性活躍、働き方改革について広く啓発し

たいと考えております。 

○金子委員 

 このイクボスは本市がずっとこう、長年にかけて取り組んできた大きな事業だと思っており

ます。男女共同参画は本当に性別に関係なく、人権やジェンダー平等、そして働き方改革の観

点からも大切な問題だと思います。ぜひ推進していただくよう、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 
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 質疑がないようですから、「第１款 議会費」及び「第２款 総務費」について、総括質疑

として保留した以外の質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：２３ 

再 開 １４：３０ 

委員会を再開いたします。 

 次に、「第３款 民生費」の質疑を許します。 

初めに質疑通告されております１１１ページ、社会福祉総務費、社会福祉施設管理運営事業

費について、田中英美委員の質疑を許します。 

○田中英美委員 

 １１１ページ、若干１１２ページにまたがる部分もあるかと思いますが、よろしくお願いい

たします。社会福祉施設管理運営事業費の穂波、庄内、筑穂の３施設の福祉センター、このセ

ンターどれを見ても、筑穂の場合であれば健康増進室、穂波であればスポーツ健康施設、庄内

であれば運動指導施設と、全て運動づくり、健康づくりの施設を有しておる施設と思っており

ますが、この施設の設置目的及び運営方法についてお尋ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 まず、公共施設について地方自治法第２４４条第１項で、普通地方公共団体は、住民の福祉

を増進する目的をもってその利用に供するための施設を設けるものとするとされております。

また、同法第２４４条の２第１項で、普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別

の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定

めなければならないとされております。委員がお尋ねの３施設の設置目的と運営方法について

は、ご質問の順に施設ごとに説明いたします。 

穂波福祉総合センターにつきましては、飯塚市穂波福祉総合センター条例第１条で、増進及

び保健意識の向上を図り、総合的な福祉サービスを提供するためと設置の目的を規定しており

ます。指定管理制度によって運営しております。 

次は庄内ですが、庄内保健福祉総合センターハーモニーにつきましては、飯塚市庄内保健福

祉総合センターハーモニー条例第１条で、市民の健康保持と保健意識の向上を図り、総合的な

福祉サービスを提供するためと設置の目的を規定しております。現在は直営で運営しておりま

すけれども、令和２年度までは指定管理者制度により運営していたところ、庄内交流センター

との複合化、それに伴う工事のため、期間を延長すると指定管理者の休業期間が生じるためど

うするか打診したところ、延長を希望しないということでしたので、令和３年度から直営で浴

室及びスポーツ室の管理を委託する形で運営しております。 

筑穂保健福祉総合センターにつきましても、指定管理者制度により運営されておりましたが、

飯塚市公共施設等のあり方に関する第１次実施計画で、指定管理の期間満了後は公の施設とし

ては廃止し、在宅介護支援センター事業、障がい児通園事業、高齢者の生活支援生きがい対策

事業等、これまで施設で実施していた事業を継続した中で、地域における保健福祉事業のさら

なる推進が期待できる現指定管理者である社協に無償貸与するなどの方向性が示されたことに

より、飯塚市筑穂保健福祉総合センター条例を廃止する条例が、平成２６年１２月１５日開催

の厚生委員会により可決、２６年１２月に定例会で可決されまして、平成２７年４月１日施行

により、公共施設としては廃止しております。そして土地及び建物を社会福祉協議会に無償貸

与して、社会福祉協議会が運営しております。なお、廃止前の飯塚市筑穂保健福祉総合セン

ター条例第１条では、高齢者・障がい者（児）をはじめ、市民への総合的な保健福祉サービス

を提供するためと設置理由が定められておりました。 

○田中英美委員 

 この件につきましては、１２月も一般質問をしたところでありますが、そのときの設置目的
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についてお尋ねしたら、筑穂保健福祉センターは住民の健康増進と福祉の向上を図るために設

置されたとの答弁であります。また、ただいまの説明の中では、指定管理後は公共施設を廃止

したという説明がありますけれども、この健康増進室を廃止したというように受け取れますが、

この公共施設として廃止という意味がよく分かりませんので、公共施設廃止の意味についてご

説明をお願いします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 市の公共施設というのは、先ほど冒頭で申しましたように、住民の福祉の増進を目的とする

ものに利用するための施設で、公の施設というふうに定められております。これは条例によっ

て定めるということになっておりますので、この条例を廃止したということで、飯塚市が直接

これの経営に関わることではなく、運営しているところが、別のところに移っているというこ

とになっております。 

○田中英美委員 

 ただいまの説明では、公共施設とはということで、廃止したということでありますけれども、

一般的に考えれば、地方公共団体がつくり、一般住民、不特定多数の方の利用を、念頭を置い

たものというふうに理解をいたしておるところでございます。一般に学校とか図書館とか交流

センターとか公園とかなど、一般の方が自由に利用できることを目的としていると思いますが、

運営方法、結局補助金で運営しておるけれども、公共施設を廃止ということになるのかどうな

のか、運営方法については補助金で運営してあるというふうに理解をしておりますが、そこの

ところはどんなふうでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 ちょっと答弁を重ねますけれども、この公の施設というのは、あくまでも条例で定めなけれ

ばならないとなっております。飯塚市はこの筑穂センターにつきましては、条例を廃止してお

りますので、公共施設としての取扱いということには今はしておりません。 

○田中英美委員 

 条例で公共施設を廃止したということになりますと、公有財産という考え方の中で、行政財

産と普通財産と２つに分けられます。その中で、行政財産については、今言いますように不特

定多数の方が利用できる施設ということでありますが、それを公共施設を廃止してということ

にはならないのではなかろうかなという思いがいたしますが、いかがでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 今ご質問でありましたけれども、筑穂センターの立場というのは行政財産でなく、普通財産

という取扱いになっておりますので、そのところはご了承いただきたいと思います。 

○田中英美委員 

 条例廃止したら公共施設ではないと。市の公共施設は市の持ち物という思いをしております。

それで公共施設の分類が、今言いましたように行政財産と普通財産ということで区別されてお

るという思いがしますが、行政財産以外は全て普通財産だろうというふうに理解をしておると

ころであります。それで、これが無償譲渡になったら市の建物でなくなるのかどうなのかとい

う思いを持っておりますが、そこのあたりはどんなふうでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 普通財産でございますので、市の土地、建物という認識では間違いございません。ただ、そ

こをどう扱うかという形になりますと、これは普通財産という取扱いであることは間違いござ

いません。 

○田中英美委員 

 この点については、私も意味を理解しきらない部分もありますので、またの機会に聞かせて

いただきたいと思います。 

 次に、運営方法のメリット、デメリットについてお尋ねいたします。 
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○社会・障がい者福祉課長 

 先ほど答弁いたしましたように、この施設いずれも最初は指定管理者制度により運営してお

りましたけれども、期間満了の状況が現状のように３通りに分かれております。市の公共施設

の在り方の検討の中で、庄内ハーモニーは指定管理者制度で運営したものが交流センター複合

化、リニューアル工事のことで延長しないということで、終了して直営に戻しておりますので、

指定管理者制度導入によることで得られるメリットというのは、民間事業者の活力を活用した

住民サービスの向上、施設管理における費用対効果の向上が期待されます。なお、指定管理者

に公共施設の運営をさせる場合については、議会の議決が必要となります。 

 デメリットにつきましては、諸事情で会社の運営ができなくなり事業継続が困難になるとい

うことが考えられます。 

○田中英美委員 

 この件につきましては、先ほども言いましたように、もう今回で３回お尋ねするのかなとい

う思いもしておりますが、各施設、特に類似した３施設はそれぞれ十分に機能しているのか、

お尋ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 各施設は、浴室、トレーニング室があるという意味では、類似と言われれば、その点におい

ては同様の形態をしております。ただ、筑穂につきましては、市が直接管理する施設とはなっ

ておりません。また十分に機能しているかどうかという点につきましては、具体的な指標がな

く評価しかねますけれども、コロナ以前に３施設が年間を通して稼働していた時期のトレーニ

ング施設の延べ利用件数を比較した状態では、平成２１年度と平成２９年度の数値になります

けれども、穂波は２１年度が３万５６９人、これは延べですね。それから２９年度で３万

９４６６人、２９％増です。庄内は平成２１年度が１万３９９人、２９年度が１万８２４人で

４％の増です。筑穂は平成２１年度５１２０人、平成２９年度９３２５人で８２％の増となっ

ておりまして、利用者数として判断するならば、市民の方の健康保持に役立つ施設としては、

機能しているのではないかと思っております。 

○田中英美委員 

 穂波、庄内は健康づくりを目的とした器具、機材は充足しておるところでございますけれど

も、筑穂の健康増進室は老朽化が激しく１２月の一般質問でもいたしましたように、健康づく

りの各種機材等がそれぞれ６台、当初はあったわけですけれども、現在は１台しか使えないと。

耐用年数等々もあろうかと思いますが、二十五、六年が経過して、それが１台残って、部品を

取って組立てて使っておるというようなことでございます。それで現場を十分確認していただ

き、住民の健康づくりに支障のないように対応をお願いするという思いでございます。また、

各施設ごとの運営経費及び積算の根拠についてお尋ねをいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 令和６年度当初予算の施設ごとの運営経費につきましてご説明いたします。穂波福祉総合セ

ンターは、指定管理委託料５４５３万６千円で、毎年度の指定管理料４６８０万円に燃料高騰

等の影響額７７３万６千円を加算した金額となっております。庄内保健福祉センターハーモ

ニーは交流センター部分を除く浴室及びトレーニング室のみの維持管理費となりますが、

２９１６万２千円でございます。内訳としては光熱水費、燃料費、施設管理委託料、電気設備

保守業務、各種委託料でございます。筑穂保健福祉総合センターにつきましては、社協に対す

る施設の運営補助金として２１３７万５千円を計上しております。内訳としては人件費、光熱

水費、各種委託料、修繕費、積立て等でございます。 

○田中英美委員 

 筑穂福祉総合センターの補助金の交付要綱には、人件費、職員給与、諸手当等々、また事業

費として事務用品、備品購入と燃料費、また光熱水等々が入っておるということで２１３７万
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５千円の予算計上で、前年度と全く同じかなという思いがします。それで先ほどの説明では燃

料費が高騰したから、７７３万６千円を追加して委託したというようなこともあります。それ

で、燃料費に限らず全てが高騰しておるところでございますので、そこら辺りをどういうふう

に考えるかなということでございますが、２１３７万５千円でセンター運営は非常に厳しいの

ではないかと思っていますが、いかがでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この金額につきましては、社会福祉協議会のほうからの協議が行われますけれども、今年度

につきましては同額で協議をいたしております。実際にこの金額だけで運営しているわけでは

なく、あの建物の半分が社会福祉協議会の事業で活用しているものでございますので、事業の

収益もございます。ですから、補助金で全部を賄っているわけではないというふう認識してお

ります。 

○田中英美委員 

 俗に言う東棟ということを全て運営費は２１００万円と、人件費、人数が何人おるかという

こともありまして、正規職員また臨時職員を合わせて４人ぐらいおってあるようにありますが、

全ての人件費も含んだところになっておるところでございます。それで、この施設があれば、

不十分な施設運営というふうに思っておりますので、この点については、今後検討していただ

いて、要望として質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１１２ページ、社会福祉施設管理運営事業費について、田中英美委員の質疑を許しま

す。 

○田中英美委員 

 次は１１２ページでございますが、社会福祉施設管理運営事業費の筑穂福祉総合センターの

運営補助金等について質問をいたします。さっきとちょっと若干重なるところもありますが、

よろしくお願いをいたします。同センターの健康増進室の設置目的について及び先ほど質問い

たしました全ての経費が高騰しているという思いでございます。補助金は昨年と同様でありま

すが、どう考えるかということによるところでございますし、また健康増進室の機材を整備す

るつもりがあるのか、もう整備する必要がないのか、そこらあたりも含めて、お答えいただき

たいと思います。 

○社会・障がい者福祉課長 

 先ほど設置目的について説明しておりますけれども、最新のことで言いますと、飯塚市の

ホームページで説明している内容は、筑穂保健福祉総合センターは、平成２７年４月１日から

飯塚社会福祉協議会が運営することになりました。筑穂保健福祉総合センターは、総合的な保

健福祉サービスを行うための施設ですと、ホームページには記載しております。それから先ほ

どからの基金の件でございますけれども、これまでは社会福祉協議会から協定の変更について、

この基金の取扱いについての正式な申入れは行ってきませんでしたけれども、本年度は申入れ

が行われております。この申入れはこれまでの協定の内容を大きく変えるものではございませ

んけれども、導入時から長期間経過したことでメーカーの修理ができず、完全に使用できる機

器が減っているので、現在修繕にしか充てることができない費用を、修理不可能な運動機器の

入替えにも対応可能にしてほしいという内容でございます。これを受けて、協定を変更するこ

ととしておりますので、今後、社会福祉協議会のほうで計画的に何らかの対応が行われる見込

みとなっております。現状の運動機器の不足分につきましては、社会福祉協議会より、これも

以前の話になりますけれども、備品の老朽化により利用できなくなっていると相談があったこ

とありましたので、令和５年４月に社協と市の担当者で、旧第１体育館で廃棄予定の運動器具

を見に行き、その時点で利用できるであろうという運動機器の譲渡を受け移設しております。 

○田中英美委員 



３９ 

 ただいまの説明では、総合的な保健福祉サービスのための施設というふうに言われたところ

でありますけれども、この運営補助金の交付要綱には、対象事業及び経費の項目の第２条第

１項で、健康増進事業と明記をしてあります、補助金交付要綱に。ということは、この健康推

進室、体力づくり推進室については廃止にはなってないで、現在もきちっと機能しておるとい

うふうに補助金要綱に書いてあるところでありますが、また、そうした中で、各種運動機材の

不十分の対応についてお尋ねいたします。どのように考えてあるか、ご回答をお願いします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 答弁を繰り返しますけれども、今年度、社会福祉協議会のほうから、ここ何年かのうち初め

てなんですが、協定の変更の申出を行っておりますので、それに従って機器の入替えができる

ようにはしております。あとは社会福祉協議会のほうが中で優先順位を考えて、実際にどう対

応されていくかというのは、ちょっとまだ具体的な計画等は出ておりませんけれども、そのよ

うにしたいという意向だけは出ておりますので、それを尊重するようにしております。 

○田中英美委員 

 繰り返しになりますが、そのようなお答えをいただき、令和５年１２月議会での質問内容及

び答弁書を再度確認していただきたいというふうに思います。また、３月１１日の西日本新聞、

健幸寿命を延ばす施策に力ということで、県はスロージョギングや筋トレ、ケアトランポリン

など、誰もが始めやすい運動の普及にも力を入れると。また、インストラクターの養成や器具

の購入にも助成したり、運動習慣の定着を狙うとあります。自分がここで質問しているのは、

補助金がどうのこうのといったことを言っておるわけでありません。ただ、住民が健康づくり

に利用できる運動器具を、揃えた健康増進室をつくっていただきたいという思いで質問をした

ところでございます。私も健康ほど大事なものはないというふうに思っておりますので、施設

運営に地域の格差があったらいかんというふうに思っておりますし、また施設ごとに格差があ

ってはいけないと。運営方法はいろいろ考え方によってあろうかと思いますので、まずは健康

づくりができるような十分な施設にしていただきたいということを要望いたしまして、質問を

終わります。 

○委員長 

 同じく１１２ページ、その他の社会福祉総務費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 私のほうからは、民生委員推薦委員会の報酬についてお尋ねいたします。まずは、民生委員

推薦委員会の人数と、その委員会の開催についてお尋ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 民生委員推薦会委員の人数につきましては、飯塚市民生委員推薦会委員の定数に関する規則

の第２条に、推薦会は委員１４人以内をもって組織すると定められており、１．飯塚市議会の

議員、２．民生委員、３．社会福祉事業の実施に関係のある者、４．社会福祉関係団体の代表

者、５．教育に関係のある者、６．関係行政機関の職員、７．学識経験者の中からそれぞれ

２名ずつ選出していただいております。 

 また、推薦委員会の開催回数につきましては、制限はありませんけれども、慣例により民生

委員の委嘱日を４月１日、８月１日、１２月１日と設定した上で予算を確保し、年３回開催し

ております。推薦会の開催時間については、特に定められておりません。 

○金子委員 

 委員会の人数が１４名となっておりますけれども、その根拠についてお示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 今言いました要綱なんですけれども、現在の民生委員法第８条２項には、委員は、当該市町

村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱するとあります。これは平成２５年の

法改正前の民生委員法第８条２項に、委員は当該市町村の区域の実情に通ずる者であって、次
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の各号に掲げるもののうちから、それぞれ２人以内を市町村長が委嘱するとなっておりまして、

先ほど読み上げた７項と定められておりまして、そのことから１４名となっております。 

○金子委員 

 ということは、平成２５年、２０１３年だと思うんですけれども、そこから法改正があった

けれども、法改正の前の内容で飯塚市はそのままになっているということですけど、この

１０年間見直しは行っていたんですか、それとも行ってないままだったんですか、その辺を教

えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この法改正があったときの状況というのは、ちょっとはっきり分からないんですけれども、

現実としてずっと変わっておりませんので、ここは協議していないものと思っております。 

○金子委員 

 １４名になっていますけれども、いつ、今の状況、この法改正があるということに気づかれ

たんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この法改正につきましては、多分、当時の人が気が付いていた可能性は、ちょっと私のほう

が今お答えすることはできません。今回このようなご質問がありましたので、改めて確認をし

ているところでございますが、やはり２５年に法改正があったけれども、この規約規則は変え

ていないということになっております。 

○金子委員 

 民生委員は、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助をするという大変な義務を、役割

を担っている方だと思います。そしてまた、それを推薦する役割、私も実はその委員の１人で

ありますけれども、大変な任務です。しかし法律には、区域の実情に通じる者のうちから、今

は選ぶこととなっています。そこをもう少ししっかりと協議をして、何が必要なのかを考える

べきだと思いますけど、どのようにお考えでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 おっしゃるとおり、法律が変わった後にずっと扱ってないみたいですので、検討の余地があ

ると思っております。 

○金子委員 

 次の改選はいつになりますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 現在の任期は令和６年５月３１日までですので、そのときに改選を行います。 

○金子委員 

 ぜひ法律に基づいて改選をよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 同じく１１２ページ、その他の社会総務費について、光根委員の質疑を許します。 

○光根委員 

 民生委員、児童委員の謝礼金についてお伺いいたします。まず、民生委員、児童委員の現状、

定数と充足の状況についてお答えください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 民生委員の定数は、民生委員法の規定によりまして、福岡県民生委員の定数を定める条例に

より市町村ごとに定められており、令和４年の改正により現在の飯塚市の定数は２９９人とな

っております。なお、この中には主任児童委員２７人含みます。この条例により令和４年

１２月に一斉改選を行いましたところ、その時点で２７６人、うち主任児童委員は２７人を含

みますが、委嘱されており、充足率は９２．３１％となっておりました。その後、直近の２月

２６日に開催されましたものを含めて、現在まで４回の民生委員推薦会を開催し、委員の交代
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や欠員補充が行われまして、令和６年４月１日に委嘱される予定の委員を含めますと２８６人

となり、欠員が１３人で、充足率は９５．６５％となります。 

○光根委員 

 ちょっと確認します。飯塚市の定数が２９９名で、現在２８６名で欠員が１３人、充足率が

９５．６５％ということで、ずっと欠員が続いておりますけれども、課題としてどのようなも

のをお考えになっておりますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 民生委員の委嘱において各地域から選出する必要がございまして、各地区の民生委員児童委

員協議会の単位で開催される推薦準備会から民生委員推薦会に推薦された方について、国への

推薦の可否について審査されるものですが、推薦準備会に対しては、自治会長及び地区社協の

会長あてに推薦依頼を出しております。しかし慣例的に自治会から推薦準備会へ推薦される

ケースがほとんどであることから、自治会の解散のほか、自治会の中から適任者が見つからな

いことなどが、欠員の主な原因であり、この解消が最大の課題であると考えております。 

 次に、民生委員児童委員の活動内容自体が、住民に理解されていないということで、訪問時

になかなか受け入れてもらえないということがあることや、どうしても児童委員としての対応

方法が難しいということなどを聞いております。 

○光根委員 

 予算としては、民生委員児童委員の謝礼金を計上されておりますけれども、１人当たり幾ら

ぐらい支払われているのか、またその額は、県内ではどのような感じになっていますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 まず、民生委員は無報酬でございますけれども、活動に必要な経費に充てるための実費弁償

として活動費が支給されております。令和５年度の１人当たりの支給額は、飯塚市からの謝礼

金が年間３万６千円、福岡県からの活動費が６万１７００円、福岡県社協からの費用弁償が

３千円となっております。合計しますと年間１０万７００円となっております。なお、市から

の謝礼金額につきましては、福岡市、北九州市を除いた県内２７市の中で１８番目となってお

ります。 

○光根委員 

 民生委員の欠員解消のために、飯塚市からの謝礼金、これを引き上げることについては、ど

うお考えですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 謝礼金額の引上げも解消の一つの方法であると考えられますけれども、県内の調査では、昨

年の改選時に引下げを行ったところは欠員が増えております。しかし、引上げを行ったところ

では、その効果は欠員解消につながったところも増減なしのとこもありまして、また欠員が増

えたところもありました。また、本市の額よりも少ないところでも欠員がなく１００％充足の

ところがあり、謝礼金額と充足率の相関関係は強くはないというふうに分析しております。 

○光根委員 

 では、今後、民生委員の欠員解消のために、どのような取組をお考えでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 民生委員児童委員は、その存在や活動内容の認知度が低いため、民生委員児童委員として活

動されている方々が自らその周知のための活動を行われておりまして、民生委員の日には、シ

ョッピングセンターでそろいのジャンパーをまとい、のぼりを立てて活動内容を周知するチラ

シやティッシュペーパーの配布を行っております。この活動については、民生委員児童委員協

議会理事会で、令和６年度は１か所ではなく、手分けをして場所を増やそうという積極的な意

見が出ておりまして、その方向で実施できるよう支援を行うことにしております。また、積極

的に学校に出向いて、新入学予定者の説明会で、困ったことがあれば何でも相談していただけ
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るよう児童委員としての活動を説明しておられる地域もあります。民生委員児童委員はそれぞ

れの地域から選出される必要がありますので、元々自治会単位というものではないながら、こ

れまでの経緯から、自治会の協力は必要不可欠なものですけれども、実際にその自治会が存在

しない地域や、適任者を選出できない自治会もあることから、自治会以外からの選出も可能で

あることの周知や、欠員が多いところを優先して、地域で活動されているまちづくり協議会や

地区社協などに対しても働きかけを行っていくことを考えております。もし、自治会に入って

いないけれども、地域のために何かしたいという思いをお持ちの方などの情報ありましたら、

教えていただきますと大変助かりますので、委員の皆様にも動画等でこのやりとりを御覧の皆

様にもご協力お願いしたいと思っております。 

○委員長 

 次に、１１３ページ、支援内容について、吉田委員の質疑を許します。 

○吉田委員 

 それでは１１３ページの民生費、社会福祉費の避難行動要支援者の対策事業についてお伺い

したいと思います。まず、この支援の内容について詳細をお知らせください。 

○高齢介護課長 

 平成２５年６月の災害対策基本法の一部改正により、市町村に対し、要配慮者のうち、災害

発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿、避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられま

した。その後、平成３０年７月豪雨、令和元年台風第１９号、令和２年７月豪雨など相次ぐ災

害において、高齢者や障がい者が被害を受けていることを踏まえ、災害時の避難支援等を実効

性のあるものとするため、令和３年５月の災害対策基本法の一部改正により、個別避難計画の

作成が市町村の努力義務とされました。現在は、災害発生前や災害発生時に避難行動に特に支

援を要する方に対して、早期に避難の判断ができるよう、名簿の情報により、本人や支援者に

対して、電話で状況の確認と情報の提供を行っております。 

○吉田委員 

 それでは、資料のほうの１６ページに記載があります避難行動要支援者等対策事業費の増額

が行われておりますが、この理由についてお尋ねします。 

○高齢介護課長 

 避難行動要支援者名簿の新規調査対象者への調査方法を、現在までは地区の民生委員の方の

訪問調査に頼っておったんですけど、来年度からは、この新規調査対象者につきまして、郵送

による方法へと変更することから、通信運搬費を増額しております。 

○吉田委員 

 今回新たに新規対象者に対しまして、いち早く調査を行うことは重要です。 

 次に、避難行動要支援者等管理システムについてお尋ねいたします。このシステムはいつか

ら導入し、どのようなシステムで活用されているのでしょうか、お答えください。 

○高齢介護課長 

 避難行動要支援者等管理システムは、令和４年１０月より本稼働しております。避難行動要

支援者等管理システムにより、名簿情報だけでなく、地図情報、避難に関する情報などを一元

管理し、個別避難計画を作成し、適切に管理し、災害時の避難支援体制の強化を図るものです。 

○吉田委員 

 それでは、どのように特に支援が必要な方への支援内容についてお尋ねしたいのですけど、

よろしくお願いします。 

○高齢介護課長 

 災害時、特に支援が必要な方につきましては、避難個別計画の作成を優先的に行っておりま

す。避難個別計画は、避難行動要支援者名簿に基づく要支援者への避難支援をより実効性のあ

るものとするため、要支援者ごとに、災害時の支援者、避難所への移動介助等を行う方のこと
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になります。避難予定場所等あらかじめご用意いただき、自助、共助による早期の避難を円滑

に行うことを可能とするだけでなく、行政とその情報を共有することで、取り残されることな

く避難を完了するための計画であります。 

○吉田委員 

 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の策定の状況について、また、個別計画策定におけ

る課題について、いかがお考えか、お知らせください。 

○高齢介護課長 

 令和５年１２月１日時点において、避難行動要支援者名簿への登録者は４９７２名で、その

うち個別避難計画作成者数は５３９人、約１０．８％となっております。個別避難計画の作成

に係る課題といたしましては、本市における要支援者に当たる要件の見直し及び個別避難計画

を作成する際に必要となる避難支援者の確保が挙げられます。今年度、個別計画の策定が終了

している方の事例を見ますと、近くにお住まいの親族の方や、自宅近くのご友人などが避難支

援者として登録されている事例が多いのが現状となっております。親族の方やご友人などの避

難支援者の確保が難しい方につきましては、民生委員、ヘルパーの方など、日頃より対象者と

の関係性を持つ方との協議・協力を行いながら、避難支援者の確保に努めてまいりたいと考え

ております。 

○吉田委員 

 個別避難計画の策定の課題として、要支援者の確保が難しいと言われておりましたが、介護

支援事業所等との連携について検討されていないのか、されているのか、お答えください。 

○高齢介護課長 

 現在、福祉サービス事業者との連携につきましては、調整は行っておりませんが、先ほど課

題として挙げた避難支援者の確保に係る連携や、早期避難の円滑化のため、短期入所先の事前

調整に係る連携など、取りこぼしのない支援を行うためにも、介護支援事業所や訪問看護事業

所などとの協力・連携は検討すべき事項であると認識しております。 

○吉田委員 

 お答えいただきましたが、おっしゃるとおりだと思っております。避難行動要支援者の名簿

登録者は４９７２名で、そのうち個別避難計画の作成者が５３９名と。避難行動要支援者の管

理システムは、令和４年１０月より本稼働して、個別避難計画をシステム化しているとのこと

ですけど、実際に避難する場合の同行する要支援者の確保が困難であることが課題と。有事の

際、個別の避難場所の確保、それと実際在宅で、電動ベッドで生活されているような方が、指

定避難場に行かれても、どのような対応ができるのでしょうか。具体的に場所を示し、避難場

所、個別の避難場所を示し、安全に避難行動支援者が危険回避できるよう避難される個別の状

態、個別の計画書を算定にするに当たり、その本人様の環境が分かる個別計画を日頃より関わ

りの深い居宅介護事業所のケアマネジャーさん、または日常の介護対象者の状態を把握してい

るヘルパーさん、個別に状況調査を行い、スピード感を持って事業を進めていただくことをお

願いし、質問を終わります。 

○委員長 

 同じく１１３ページ、その他の社会福祉総務費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 私のほうからは、学習支援事業についてお尋ねいたします。７８８万２千円が計上されてい

ますが、この事業の内容について教えてください。 

○生活支援課長 

 本事業は、生活習慣や学習環境に課題を抱えた生活保護受給世帯を含む生活困窮者世帯の子

どもたちに、生活指導並びに学習支援を実施するとともに、日常生活や進路等についての助言、

指導を行うものでございます。本事業に参加する子どもたちに居場所を提供し、成長過程にあ
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る子どもたちの人格形成等をサポートするとともに、子どもたちの自立心を喚起することで、

次世代への貧困の連鎖を防止することを目的としておりまして、対象の子どもたちに大学生等

による学習支援と、生活指導員や調理員による生活指導及び食育等の支援を行っております。 

○金子委員 

 対象者について少し詳しく聞きたいんですけれども、対象者が、生活保護受給者世帯等を含

む生活困窮者世帯と言ってありますけど、この生活困窮者世帯というのは、どのように把握さ

れるか今分かりますか。 

○生活支援課長 

 生活困窮者世帯をどのように把握しているかということですけれども、申込みがあった子ど

もさんについては受付をしておるんですが、申込みに当たって所得の調査とかそういったこと

まではやっておりません。ですので、学校等で就学援助の世帯等を把握されておりますので、

そうした世帯に学力等の課題がある子どもさんがおられた場合に、事業の案内をしていただく

ようなお願いもさせていただいて、また就学援助の教育委員会の申請窓口のほうにこの事業の

ポスターを張らせていただいておるような状況でございます。 

○金子委員 

 分かりました。では、この委託先はどこなのか、現状と来年度について教えてください。 

○生活支援課長 

 本事業の対象者が小学４年生から中学３年生の子どもであり、子どもに特化した事業であり

ますことから、市内で児童クラブ等の運営に携わっているＮＰＯ法人飯塚市青少年健全育成会

連絡協議会に、平成２５年度の事業開始から本年度まで、毎年随意契約で委託をして事業を実

施してまいりました。来年度以降の本事業の実施に関しましては、これまで旧穂波地区と二瀬

地区の２か所で実施してきていたものを、来年度より庄内地区でも開催し、３か所での開催と

する方針としたことに加えまして、近年、本市内外で類似の子どもの学習支援に取り組む団体

も複数あらわれてきておりますことから、本年度中にプロポーザル方式による業者選考を行う

こととして、業者選考を実施しました。その結果、来年度の受託業者は、情報機器やＳＮＳ等

を活用し、独自の手法により、本市並びに県内外で広く学習支援事業に取り組まれており、Ｎ

ＰＯ法人いるかに令和６年度から３か年の複数年契約で委託することが決定しております。 

○金子委員 

 今年度までは青少健だったけれども、来年度からはＮＰＯ法人いるかになり、場所も今年度

までは、旧穂波地区と二瀬地区の２か所だったものを、来年度からは庄内地区を増やし３か所

になるという形ですよね。先ほど対象者は、生活保護受給者を含む生活困窮世帯の小学４年生

から中学３年生までというふうに言われておりましたけれども、近年の参加の状況について、

もう少し詳しく教えてください。 

○生活支援課長 

 本事業の対象者は、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の小学４年生から中学３年生まで

の児童生徒を対象としております。近年の参加状況といたしましては、３０名定員の会場が

２か所で合計６０名定員であることに対して、令和２年度が４３名の参加登録、令和３年度が

２２名、令和４年度が２６名、本年度が２６名の参加登録となっております。コロナ禍以前は

１会場２０名弱の参加登録が安定的に確保できる状況となっておりまして、令和２年度の参加

登録までは、同様の参加登録者がありましたが、それ以降、コロナ禍におきましては、本事業

のような集合型の事業が緊急事態宣言発令の影響等で開催を見合わさざるを得なくなったこと

などが影響して、参加登録者が減少し、その後、なかなか回復を見せない状況となっておりま

す。 

○金子委員 

 コロナの前までは、１会場２０名弱だったけれども、まだ、そのまま増えていないという状
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況ですよね。では、この課題はどのように考えられているのか教えてください。 

○生活支援課長 

 本事業の課題といたしましては、コロナ禍以降減少している参加者の確保ではと考えており

ます。事業の対象者が生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯でありますことから、広く一般に

事業のＰＲをして、参加者を募ることができません。そのため、生活保護世帯へは、ケース

ワーカーが対象年齢の子どもを養育されている世帯を全戸訪問し、事業の説明と子どもの参加

登録を呼びかけております。それ以外の生活困窮世帯への取組としましては、毎年、市内の小

中学校に対し、事業の開催案内と学力等に課題を抱えた対象世帯への個別案内の協力依頼を行

っております。また、教育委員会の就学援助支援窓口への本事業の参加募集のポスターの掲示

など、参加者確保の取組を継続して実施しているところですが、残念ながらその効果が目に見

えてあらわれておりません。これまでの取組も続けながら、参加者の確保に何が必要なのか、

新たな手法についても考える必要を感じております。そのような中、本年度、二瀬地区で開催

しております学習支援会場では、参加登録者がコロナ禍以前の２０名にまで回復を見せており

ます。その要因といたしましては、本学習支援に参加されたお子さんが、学校の友人に口コミ

で本事業の情報が伝わったことで、二瀬地区の会場における本年度の参加登録者が増加を見せ

ているところです。このようなことから、本事業が参加される子どもたちにとって、居場所と

して魅力的な事業となるよう工夫をしていくことも必要であると考えております。次の受託業

者と、そのことも含めて内容を協議し、事業を進めていくことで、参加者のさらなる確保を図

っていきたいと考えております。 

○金子委員 

 子どもたちというか、口コミで二瀬地区は回復に向かっているということで、少し安心しま

した。では、来年度の予算の積算内容について、概略を教えてください。また、来年度から開

催場所が１か所増やして、庄内の３か所で行われるということになった理由について、もう少

し詳しく教えてください。 

○生活支援課長 

 本事業の経費といたしましては、来年度の予算として、７８３万２千円を計上させていただ

いておりまして、概略としましては、学習支援や生活指導、調理などに従事していただく方へ

の謝礼と、各会場の運営に直接必要となる消耗品費、通信運搬費や印刷代等の経費、また、参

加者への保険料や管理運営費などを３会場分積み上げたものとなっております。来年度から開

催場所を１か所増やして、３会場での開催としております理由としましては、このような事業

を市内全域で広く実施していくことが理想でございますが、平成２５年度の事業開始以来、参

加者確保の取組を続けても、開催会場の定員を満たす状況となったことは、残念ながらござい

ません。これまでの経緯で、１会場当たり参加登録人員が、多くても２０名程度であることを

考慮し、１会場の定員を２０名として、会場を１か所増やすこと、これをもって全体の本事業

の定員６０名を満たすことを目指し、来年度以降、３年間の開催箇所を３か所とすることにい

たしました。また、新たな開催場所の選定につきましては、一昨年に子どもを養育されている

生活保護受給世帯を対象に、学習支援の利用意向のアンケートを調査した結果、旧庄内地区で

の利用希望が多かったことから、同地区での開催としているところでございます。 

○金子委員 

 このような子どもたちの居場所というのは本当に大切だと考えます。学習支援だけでなく、

一つの居場所というふうに考えることが大切なのではないかなというふうに考えます。大人が

考える居場所ではなく、当事者である子どもの声をしっかり聞いたことがあるのかなというふ

うに、少し疑問に感じました。しっかり子どもたちと話し合って、また、委託団体と話し合っ

た上で、今、子どもが何を考えているのか、子どもの声を聞く、まさに子どもの基本法にある

ように、それをもとにつくり直していただければと思っております。どうぞよろしくお願いい
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たします。 

○委員長 

 次に、同じく１１３ページ、その他の社会福祉総務費について、光根委員の質疑を許します。 

○光根委員 

 次に、生活困窮者自立相談支援等事業について質問いたします。コロナ禍以降、世界的原油

高などの影響もあって急激な物価高高騰や、その状況の長期化が社会経済や人々の生活に大き

な影響を与えております。中でも、生活に困窮された方々にとっては、非常に厳しい状況が続

いていると思いますが、これらの生活に困窮された方々への支援が、生活困窮者自立支援事業

であって、昨今は、その重要性が高まっているものと考えております。そこで、本市での相談

実績等の現状について、お願いいたします。 

○生活支援課長 

 本事業の新規相談受付件数は、令和３年度７７０件、令和４年度２８６件、本年度は１月末

現在で１９９件でございます。コロナ禍においては、社会福祉協議会の生活福祉資金特例貸付

けの支援を希望する方が殺到していたことで、相談件数が増加しておりましたが、これらの支

援が収束したことで、現状では相談件数がコロナ禍以前の水準に戻ってきています。また、支

援プラン作成件数は、令和３年度８９件、令和４年度１１４件、令和５年度は１月末現在で

１１６件となっております。コロナ禍の特例貸付け等の支援が収束したことで、相談件数も従

前の状況に戻り、この事業本来の相談者への継続的な支援の実施に係る支援プランの作成件数

が増加していることから、相談室の機能が有効に発揮できるようになってきているものと考え

ております。 

○光根委員 

 いろんな相談があると思うんですけれども、個別の相談に対しまして支援の成果はどのよう

になっておりますか。 

○生活支援課長 

 支援プラン作成後、個別に具体的な支援を行った結果、目標達成等の理由により支援終了に

至った件数は、令和３年度４９件、令和４年度８３件、本年度は１月末現在で１０１件となっ

ております。なお、全体の相談件数におきまして、一般就労や増収に結びついたものが、令和

３年度２１件、令和４年度４４件、本年度は１月末現在で１０１件となっております。支援プ

ラン作成後、最終的に生活保護に至った件数は、令和３年度５件、令和４年度１３件、本年度

は１月末現在で１１件となっております。このような支援結果の内容から見ましても、本事業

は生活に困窮された方々の第２のセーフティーネットとしての機能は十分に発揮できているも

のと考えております。 

○光根委員 

 では、この相談事業の受託業者はどこになりますか。 

○生活支援課長 

 本業務の委託先につきましては、契約年限ごとに公募型プロポーザル方式による業者選考を

行っております。現在の受託業者は株式会社福岡ソフトウェアセンターでございまして、令和

３年度から令和５年度までの３年契約となっております。また、今年度実施いたしました次期

委託業者の選定におきましても、令和６年度から令和８年度までの３年契約の受託業者として、

同事業所に委託することが決定しているところでございます。 

○光根委員 

 では、生活困窮者自立支援制度におきまして、国等が示す目標値などはどうなっております

か。 

○生活支援課長 

 内閣府の経済財政諮問会議で決定されました新経済・財政再生計画改革工程表２０２３にお
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いて、生活困窮者自立支援制度における成果指標が策定されております。これによりますと、

飯塚市の人口規模では、新規相談受付件数が年間４０８件、プラン作成件数がその５０％の

２０４件というのが目標値となっております。 

○光根委員 

 では最後に、その他の支援の現状と今後の見通しについてお聞かせください。 

○生活支援課長 

 現在、生活自立支援相談室では、相談事業に加え、就労支援や家計改善支援、住宅確保給付

金、就労準備支援など、生活に困窮された方からの幅広い相談を受け付け、支援を実施してお

ります。困窮者の方々への相談事業では、その方が抱えられた悩みを詳しく聞き取りながら支

援のプランを作成しておりますが、相談者の中には、自身の問題のみならず、その家族にも失

業や引きこもりなどの様々な悩みを抱えた方が多くおられます。直接相談に来られた方への支

援はもちろんのことですが、相談内容の聞き取りにおいては、そのご家族に関する悩みの有無

についても注意を払いながら、支援対象者の発掘、それから潜在的に困窮状態となられている

方々につきましても、自立へとつなげていくことができるようにしていきたいと考えておりま

す。 

○委員長 

 同じく、１１３ページ、その他の社会福祉総務費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 私は、重層的支援体制整備事業１８９６万２千円について、お尋ねいたします。まずはこの

事業内容について教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この事業は地域共生社会の実現の一つの手法としての事業でありまして、地域課題を抱える

地域住民及びその世帯に対する既存の事業と地域住民等による支援を推進するために必要な環

境を一体的かつ重層的に支援する事業であり、目的別に整理しますと、包括的相談支援事業、

それから参加支援、地域づくりに向けた支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援、多機関協

働、支援プランの作成の６つに分けられます。 

○金子委員 

 この重層的支援体制整備事業、各自治体でもかなり進んでいるようにも思いますが、６つに

分けられて考えられているということですけれども、令和６年度の予算について、中身がどう

なっているのか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この事業につきましては、令和５年度から準備事業を始めておりまして、令和６年度はあく

までも準備事業でございます。令和７年１月から包括的相談支援、多機関協働、支援プランの

作成の部分を先行実施する予定でございますが、全体は令和７年度からの実施の予定です。令

和６年度中には、特に現状の制度以外に新たな事業を行う予定ではありませんので、事業全体

の準備・調整を行う社会福祉協議会の人件費及び事務経費が大半を占めております。 

○金子委員 

 この事業は昨年度そして今年度が準備期間で、令和７年度から実施ということですよね。で

は、この事業を実施するためには、いろいろな地域の連携が必要だと思います。どのように進

められているのか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 現在、高齢者支援の地域支援事業として各地域に社会福祉協議会が配置しております地域

コーディネーターを核にいたしまして、地域の方々との協議を進めていくこととしております。

この地域とは、まちづくり協議会、自治会、地区社協、ネットワーク委員会を初めとした既存

の団体だけでなく、民生委員、福祉委員、民間の事業者やサークル活動なども含むものでござ



４８ 

います。 

○金子委員 

 かなりこの民間の方たちも一緒になってやらなくてはいけないというような事業になってい

ると思うんですけれども、この内容については、各部署間も庁舎内で連携が必要になると思い

ます。どのようにお考えなのかお示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 まず、この事業の根幹をなすものが、既存の福祉事業の連携による複雑化した目的を抱える

世帯や個人への対応です。福祉各法に基づいて、高齢者には、地域包括支援センターの運営、

障がい者には障がい者相談支援事業、子ども及び保護者には利用者支援事業、生活困窮者には

自立相談支援事業を実施しておりますが、一つの世帯または個人でこれらの２つ以上の複合し

た問題に対応するため、これらに関わる相談機関がどこでも相談の受け付けを行い、必要な支

援を行うために情報共有を行い、行政の関連部署職員や、必要に応じて参加を求めるサービス

利用者や地域の方も参加した支援会議または重層的支援会議によってプランを作成して支援を

行うことになります。ただし、現在の福祉分野の各施策は全て重層的支援体制整備事業に変わ

ってしまう、全ての問題に対して連携が必要というわけではなく、単独の事業で解決している

大半のケースにつきましては、従来どおり個別の既存事業による対応が継続されます。また、

福祉部以外の他の施策でも、それぞれの分野で地域共生社会を目指す施策があります。まず優

先してそれぞれの内容を確立する必要があると思いますが、それぞれが補完し合えるように連

携をとりながら進めていく必要があると考えております。 

○金子委員 

 今、既存のものは一つでもやれるものは一つでやって、連携しなくてはいけないのはやって

いく。そしてまた地域の力も借りてやっていくという、簡単に言ったらそういうことだと思う

んですけど、それを整理するのが大変なんではないかなというふうに私は思いますけど、現在

どのように進捗しているのか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この事業の開始のために、令和４年度に福祉部内にワーキンググループを立ち上げまして、

本年度から令和６年度までの２年間を準備期間として、社会福祉協議会への準備事業の委託と、

ワーキンググループに社会福祉協議会を加えた庁内調整会議を毎月開催して、方向性、進捗の

確認を行っております。この調整会議の中で、先行して実施している糸島市への視察、久留米

市とのウェブ形式での研修を実施しております。また、先行実施する包括的相談支援、多機関

協働、支援プランの作成に対応するために、地域の資源マップを作成し、４つの相談機関、多

機関共同事業者である社会福祉協議会と関係部署による模擬の支援会議と、支援会議の案件を

事前に整理する仕組みを整えました。並行して、現在高齢者支援の地域支援事業として各地域

に社会福祉協議会が配置しております地域コーディネーターを核にいたしまして、地域の方々

との協議を進めていくことにしております。実施する手順や内容は、最初からこれありきと固

めてしまうのではなく、実際に調整を行いながら、柔軟に対応しつつ進めており、この進捗を

踏まえて、秋頃に、実施計画案を地域福祉推進協議会に提示し、年度末までに計画を策定する

予定としております。 

○金子委員 

 様々な、いろんな問題を抱えている方、例えば６５歳以上の高齢者でひとり暮らしの女性で

貧困を抱える方は約４割いらっしゃる。また、ひとり親家庭での貧困率は約５割と言われてい

る。子どもがいては７人に１人が貧困と言われている世の中です。飯塚もこれがどのようにな

っているかまで私もちょっと調べおおせてはおりませんけれども、しっかり調査しなくてはい

けないと思います。ここに女性の貧困がかなり関わっているということもしっかり考えていた

だきたい。 
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そしてもう一つ提案したいのは、地域の方を巻き込んでというようなサークルの方とか、か

なり地域の方が関わることになると思います。そのときの報酬というか、そこもしっかり考え

ていただきたいというふうにいつも思うんです。話合いのときには、こういう正職員の方、市

役所の方、社会福祉協議会の方はしっかり報酬がある。出張に行ってもしっかり報酬がある。

しかし、そこに関わる一般市民の方が入っていかなくてはいけないときに、その方たちの時間

や、交通費などが計上されてないままに動くことが私は大変懸念しております。先ほど、しっ

かり柔軟に考えてこれありきと固めてしまうのでなく、実際に調整しながらというふうにはお

っしゃいました。地域の方のボランティア、無償ボランティアに頼るだけではなく、しっかり

とその保障もしていただくような体制づくりをよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 同じく１１３ページ、その他の社会福祉総務費について、田中英美委員の質疑を許します。 

○田中英美委員 

 １１３ページ、その他の社会福祉総務費の社会福祉協議会について、補助金について質問を

いたします。まず社会福祉協議会の補助金の交付の根拠について、この件につきまして、もう

何回か質問をさせていただいたところでございますけれども、明確な回答を、理解できる回答

でなかったかなという思いがいたしております。まず、社会福祉協会に高額な補助金を交付し

ているが、社会福祉協議会の位置づけ、またどのように理解してあるかお尋ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 社会福祉協議会に対する補助金ですけれども、これは社会福祉法の第５８条第１項の規定に

基づいております。飯塚市社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則第２条第２項に定め

る事業として、社会福祉協議会の法人運営事業及び社会福祉協議会が実施する事業を対象事業

としており、社協が実施する事業としては、交付要綱によりボランティアセンター事業、権利

擁護事業、そのほか市長が特に必要と認める事業と規定しております。 

○田中英美委員 

 自分が質問したのは、課長がどのように補助金を交付する担当者として社会福祉協議会の位

置づけ、今のは補助金の交付の手続に関する条項をそのまま読まれたわけですけど、社会福祉

協議会の位置づけをどのように理解してあるのかお聞きしております。 

○社会・障がい者福祉課長 

 社会福祉協議会というのは地域の社会福祉事業を実施するところでございます。特に社会福

祉法人であって、なおかつ、市町村に近い存在であるというふうに認識しております。 

○田中英美委員 

 私は、社会福祉協議会は、市が行う福祉事業の補完的な役割、また市と連携して地域住民の

福祉に関する事業を行うものだというふうに思っております。したがいまして補助金の交付に

ついては、何ら問題ないのではという思いがいたしておるところでございますけれども、ただ

補助金額について、根拠、使途を明確にすべきではないかということで質問させていただいて

おります。要するに、平成２０年に２２５０万円と、平成２１年度に４千万円と、平成２２年

度で５千万円、平成２３年度５５００万円と、十数年間にわたって、全く同じ金額の

５５００万円の補助金として、現在も交付をされておるところであります。それで十数年間の

間には、いろんな状況の変化、また内容の変化もあっているのではないかという思いがいたし

ておるところでございます。そうした中においても補助金の積算の根拠を今言われたような、

ボランティアをどうのこうのということを言ってありますけれども、やはりきちっと理解をし

てほしいという思いでございます。内容的には気がかりな面もありますが、今日まで平成

２３年の交付額をそのままというのはいかがなものかなという思いを持っておるところでござ

います。したがいまして、補助金の積算の根拠及び補助金の使途について、十分内容を検討し

ていただくことを要望して、質問を終わります。回答は要りません。 
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○委員長 

 次に１１５ページ、その他の高齢者福祉費について、藤堂委員の質疑を許します。 

○藤堂委員 

 １１５ページ、高齢者福祉費、その他の高齢者福祉費の敬老祝品支給事業について、事業の

概要についてお尋ねをいたします。 

○高齢介護課長 

 高齢者に対して長寿を祝い、長年の功績に感謝するため、節目に当たる７７歳、８８歳、

９９歳、１００歳、１０１歳以上の方を対象として、カタログギフトを送付し、商品の中から

好きな品物を選んで頂き、祝品を贈呈しており、満１００歳の方には祝状、額縁の祝状をあわ

せて贈呈しております。 

○藤堂委員 

 ７７、８８、９９、１００、１０１歳以上の方と、まあ１点、９９と１００歳はがっちゃん

こしてもいいのかなと思っております。今回予算が増額となっていますが、増額の理由につい

てお尋ねをいたします。 

○高齢介護課長 

 主な増額の要因といたしましては、対象見込み数が令和５年度当初の２８２２人に比べ、令

和６年度当初では３２０４人と３８２人の増によるものでございます。 

○藤堂委員 

 それでは、今後の対象者の見込みについてお尋ねをいたします。 

○高齢介護課長 

 今後の対象者の見込みですが、令和６年３月時点でのその時点での対象の見込みということ

になりますが、令和６年度につきましては３０９３人、令和７年度が３４４３人、令和８年度

が３５００人という見込みを持っております。 

○藤堂委員 

 すみません、最後に要望させていただきます。決算のときも質疑させていただきましたが、

改めてここでさせていただきました。私としては長寿に敬意はあらわしておりますが、答弁に

もございましたが該当者は年々増えていくというところ、どこかでピークアウトするとは思い

ますけれども、このままの事業が進めば、当然予算も増えていくのではないかなと思っており

ます。自治体として、誕生日におめでとうございますと、プレゼントしているというところだ

けを考えると、いろいろ予算とか、今後の財政とか、考えていくと、まだまだ飯塚市余裕があ

るのかなと、僕としては思っています。せっかく４千万円近くのお金を使うのであれば、フレ

イル予防だったりに使って、健康寿命の延伸とかに充てていただければなというところを１点

思うところでございます。いきなり廃止となればハレーションを生むと思いますので、年齢の

変更であったり、祝品の物の変更であったり、ぜひ制度の見直しをいま一度ご検討頂ければと

思います。 

○委員長 

 次に、１１６ページ、その他の高齢者福祉について、光根委員の質疑を許します。 

○光根委員 

 １１６ページです。高齢者モバイル端末機器取得奨励補助金についてお尋ねいたします。事

業の概要及び目的についてお尋ねいたします。 

○高齢介護課長 

 飯塚市内に住民票がある６５歳以上の方を対象として、初めてスマートフォンを購入し、通

信契約を行った場合や、フューチャーフォン、３Ｇガラケーからスマートフォンへの買換えを

し、引き続き通信契約を継続する場合に、その費用の一部を助成するもので、助成金額は１人

当たり２万円となっております。対象条件を付すことで、高齢者の情報収集能力の向上や、安
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全確保ができる環境整備を目的としております。 

○光根委員 

 次に、実績についてお尋ねいたします。 

○高齢介護課長 

 令和４年９月より事業を実施し、令和４年度は２７４名、今年度、令和５年度は２月末現在

でありますが９７名に交付を行っております。 

○光根委員 

 事業費が１千万円から４００万円に、半分以下になっておりますけれども、１年半というこ

とですが、これは今後縮小されていく方向であると認識してよろしいんでしょうか。 

○高齢介護課長 

 事業費につきましては、実際対象人数といいますか、実績から求めて人数を減らすだけであ

って、将来的には今後ずっとこう縮小していくというか、今のところそういうところではなく

て、実績に基づいた減となっております。 

○光根委員 

 事業の概要で述べられておりました対象条件についてお尋ねいたします。 

○高齢介護課長 

 まず、先ほど言いました飯塚市内に住民票がある６５歳以上の方で、市民税の滞納がない方、

令和６年４月１日以降に初めてスマートフォンを購入し、通信契約を行う方としております。

３Ｇガラケーからの乗換えも対象ですが、４Ｇガラケーからの乗換えには対象外となっており

ます。その他の条件としまして、市が定めるデジタル端末活用のための教室を受講された方、

市ＳＮＳと福岡県防災メールまもるくんを登録を頂ける方、前年度に同補助金の交付を受けた

ことがない方としております。 

○光根委員 

 事業費が下がっているのが実績によってということで、まだまだ周知が十分にされていない

んではないかと思います。知っていればやったのにという方もおられるんではないかと思いま

すので、周知のほうを十分によろしくお願いいたします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：４９ 

再 開 １６：０１ 

 委員会を再開いたします。 

 次に、１１７ページ、障がい者福祉事業費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 私のほうからは、ふれあいのあるまちづくり推進事業について、お尋ねいたします。まず、

この事業内容について説明をお願いします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この事業は障がい者を含む市民の交流の場、障がい者問題等に関する啓発・広報や健康づく

りに関する情報提供の場として、飯塚市社会福祉協議会や関係団体等と連携して、みんなの健

康福祉の集いを開催しております。事業の概要につきましては、福祉団体等による作品展示、

バザー、ステージイベント等を実施するもので、運営につきましては、障がい当事者団体、ボ

ランティア団体、民生委員等の福祉関係者、福祉関係施設等の代表者などで実行委員会をつく

り、実施内容を協議し開催しております。令和５年度につきましては、飯塚市役所正面駐車場

で実施し、入場者は３千人、参加協力団体は、健康展の協賛団体も含め、９７団体となってお

ります。 

○金子委員 
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 これは社会福祉協議会や各関係団体と連携して、みんなの健康福祉の集いに関わるもの、

２９８万７千円が計上されているということです。 

 では、今年度、第４期障がい者計画が立てられますが、その基本理念として、障がいのある

人もない人もともに生き生きと暮らせる共生のまちづくりが掲げられております。そして、そ

の基本目標の中に、３つ目、障がい者の自立と社会参加の促進がございます。企業や学校、地

域社会等の様々な関係機関団体と協働しながら、全ての障がい者が自らの選択によって就労や

余暇活動等のあらゆる社会活動に積極的に参加できるよう、障がい者の性別、年齢、障がいの

特性及びニーズに応じた支援の充実に取り組みますというふうに書いてあります。 

 私は、福祉の集いは、まさにこの障がい者当事者が参加できる格好の機会になるのではない

かと考えますが、この事業で障がいのある人の参加・参画についてはどのように考えているの

か、お示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 まず事業の運営につきましては、実行委員会をつくりまして、全参加団体の方に携わっても

らっており、当事者団体や当事者の方の意見をお聞きし、運営できるよう努めております。今

後も実行委員会の皆様の意見を聞きながら、参加される団体の方々や障がいのある人の参加・

参画しやすい環境を整えていかなければならないと考えております。 

 また、２月に実施しました令和５年度の当事業の反省会後に、来年度に向けて事業に関して、

開催場所のアンケートとあわせ、新たに実施してみたいことはありませんかという項目で意見

等も伺っておりますので、障がいのある方を含め、参加団体の皆様の意見に耳を傾け、障がい

のある人の参加が促進できるように努めてまいりたいと考えております。 

○金子委員 

 私もこのイベントには参加していますけれども、まだまだこの当事者団体や当事者本人の参

加、さらに言えば、参画は全く進んでないではないかなと感じることがあります。入っても、

障がいのある人というよりは、支援団体が運営しているような印象を、私はやはり受けてしま

います。ぜひ、障がいのある人が生き生きと参加できるような、福祉の集いにしていただきま

すよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 １１７ページ、障がい者福祉事業費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 今度は、障がい当事者団体等活動補助事業費について、お尋ねいたします。１８９万７千円

が計上されています。これは私がずっと尋ねている事業なんですけれども、そもそもこの障が

い者当事者団体への補助金の現在の状況について、お答えください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この件につきましては、今までずっと対象も、金額も特に変わっておりません。飯塚市障が

い者当事者団体等活動補助金要綱に従って、現在は飯塚市身体障害者福祉協会、飯塚市手をつ

なぐ親の会、嘉飯山地区精神障害者家族会の３団体に、合わせて１８９万７千円の補助をいた

しております。 

○金子委員 

 これも要綱にこの３団体しか掲載されていないので、その３団体に補助しているということ

でした。これも先ほどの民生委員、推薦に関しての委員会の報酬についてと同じですけれども、

もう少しきちんと要綱や法律を調べればできるのではないかと思います。要綱がそもそも

１８９万７千円だったからそのままずっとやっているような事業だったので、ぜひ今、そのま

まになっていたんだけど、今は多くの障がいのある人たちが関わってきて、前と変わってきて

いると思うんですよね。ですから、こういう３団体にずっと活動していただいている方は大変

大事な団体だと思いますけれども、今後様々な団体が自由に活動できるような、そういう考え
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方にしていただけるように要望したいと思いますけれども、今後の当事者団体への補助金につ

いてはどのようにお考えになるのか、お示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 当事者団体への活動補助金につきましては、障がい者当事者団体が補助金により団体の活動

を活発化し、障がいのある方の社会参加と自立の促進が図れるよう制度の見直しを予定してい

るところでございます。令和６年４月から６月頃に新たな要綱素案を作成した上で、当事者団

体の方々に意見をお聞きし、令和７年度予算に向けて新たな要綱を制定していきたいと考えて

おります。 

○委員長 

 次に、同じく１１７ページ、障がい者福祉事業費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 続きまして、保育所等訪問支援事業について１４１５万円が計上されています。この内容に

ついてお示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 保育所等訪問支援は、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校などに通う障がい児について、

その児童が通っている場所に保育所等訪問支援事業所が訪問し、集団生活への適応のための専

門的な支援を行うものです。 

○金子委員 

 名称が保育所等と書いてありますけれども、実際には保育所以外にも支援ができるような事

業ということですね。では、この利用の実績について伺います。 

○社会・障がい者福祉課長 

 保育所等訪問支援の実利用人数でございますけれども、令和２年度は利用者なし、令和３年

度は１２人、令和４年度には２４人となっております。また、延べ利用人数は、令和３年度が

３９人、令和４年度が１１２人となっておりまして、増加しております。また、通学・通園さ

れている保育所等の内訳としまして、令和６年１月末現在の実利用者２８人のうち、公立保育

所等が４人、私立保育所等が１０人、市立小学校が１０人、特別支援学校の小学部が１人、特

別支援学校の中学部は１人となっております。 

 保育所等訪問支援を提供する事業所は、各年度４月１日の数値になりますが、令和２年度が

２事業所、令和３年度は３事業所、令和４年度が６事業所となっており、事業所のほうも増加

しております。 

○金子委員 

 増加しているのが、利用者人数も多くなっているし、提供する事業所も多くなっているので、

事業の実績が伸びていることが分かりました。 

 では今後どのような取組をお考えなのか、お示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 飯塚市、嘉麻市、桂川町で、飯塚圏域障がい者地域自立支援ネットワークに子ども部会を設

置し、個別案件の検討等を通じて、地域の課題の把握・分析しながら、支援体制の充実と地域

の障がい児支援の質の向上に取り組んでおります。今後は、地域のインクルージョンを推進す

るために、教育、保健等関係機関に子ども会への参画を要請し、連携体制を構築する取組を進

めてまいります。 

○金子委員 

 先日、飯塚市内の特別支援学級の状況を聞きましたところ、残念ながら特別支援学級の先生

方が臨時免許を持って頑張っておられるという話も聞きました。特別支援学級に通う子どもた

ち、またその保育所にいる子どもたちは、特に専門性の必要な子どもたちと思います。ぜひ、

この保育所等訪問支援事業を生かしながら、保育所はもちろんのこと、小学校、中学校でこの
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事業が多く利用されるように取組を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、１１９ページ、障がい者自立支援事業費について、赤尾委員の質疑を許します。 

○赤尾委員 

 予算書の１１９ページ、概要書の１８ページ、社会福祉費、障がい者福祉費、移動支援事業

費について、ご質問させていただきます。移動支援事業費については、２５０万円ほど減額と

なっていますが、福祉タクシーの補助金の現状と減額理由を説明してください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この補助金は、在宅の重度障がい者のタクシー利用料金を一部助成することにより、日常生

活の利便と社会活動の範囲の拡大を図るものでございます。交付対象者は、市民税非課税世帯

の在宅の障がい者のうち、身体障害者手帳１級、それから視覚、下肢、体幹障がいのいずれか

が２級の交付を受けている方、療育手帳Ａの交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳

１級の交付を受けている方、また、身体障害者手帳１級以外で人工透析による治療を受けてい

る方は通院証明書の提出により交付対象となります。 

 次に、助成内容につきましては、福祉タクシー利用券を月４枚、年間４８枚交付しまして、

利用券１枚の助成額は小型タクシーの初乗りにかかる運賃の額となります。 

 予算の減につきましては、減額２５０万円のうち、福祉タクシー補助金に関する予算の減額

は４１万７千円の減となっております。 

 積算としましては、固定支出ではなく、利用状況による変動する支出であるため、積算根拠、

年間利用見込み枚数に１枚当たりの補助金７００円を乗じることにより積算をしております。 

 本年度予算につきましては、３か年の平均１万９９６８枚を年間見込み交付枚数とし、これ

に見込みの利用率５９．３６％を乗じた１万１８５４枚を年間見込み利用者枚数として積算し

ております。比べて昨年度予算につきましては、過去３年間の平均２万９７２枚を年間見込み

交付枚数とし、これに見込み利用率５９．３６％を乗じた枚数１万２４４９枚を年間見込み利

用枚数として積算しており、年間見込み利用枚数が５９５枚の減となっているため、４１万

７千円の減額となっております。 

○赤尾委員 

 積算の仕方として、過去３年の利用実績を、３か年の平均を出して、それに見込み利用率の

５９．３６％を乗じ、それにタクシーの初乗り運賃の７００円を掛けて算出されると。 

 この見込み率の５９．３６％、これはどうやって求めるんでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 これは実際の利用の請求が上がってきますので、請求額から割り出すとそのような値なりま

す。 

○赤尾委員 

 それでは、福祉タクシー補助金の支給先と支給方法を説明してください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 補助金の支給先につきましては、福祉タクシー利用券の利用を受けたタクシー事業者等でご

ざいます。市と協定を締結している飯塚旅客協同組合に加入の法人のタクシー並びに一般乗用

旅客事業所、運送事業の許可を受けたもので、市が認めた事業者で、現在は１７者と協定を締

結しております。支給方法につきましては、１月ごとに利用された福祉タクシー券が事業所よ

り請求書とともに市に提出されます。市では、請求額と使用された福祉タクシー券の利用枚数

を確認後、事業所へ支払いを行っております。 

○赤尾委員 

 福祉タクシー補助金への枚数の増加等の要望への対応はどのように考えているでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 



５５ 

 毎年度、福祉タクシー利用券の発行時に利用される障がい者の方にアンケートを行いまして、

利用目的や満足度、要望等の利用者の声を聞き、実施の参考とさせていただいております。今

年度のアンケート集計では、交付枚数の増や助成額の増の要望も頂いております。利用枚数の

増につきましては、平成２６年に利用者の皆様の声により、年間３６枚から４８枚へ枚数を増

加しておりますが、今後につきましても、利用者の皆様に使いやすい制度になるよう分析・研

究して対応してまいります。 

○赤尾委員 

 利用者の満足度とか、要望等アンケートを年１回行っていただいているということで、声が

聞ける。逆にタクシー事業者からの要望とか何かございますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 今のところ事業所のほうからは何もあっておりません。 

○赤尾委員 

 最後に要望になります。利用券の交付枚数は減少傾向でありますが、障がい者の方にとって

は貴重な交通手段であります。アンケート調査も毎年実施されているようですので、その調査

結果をしっかり調査研究していただきまして、本事業をより充実させていただくことを要望し

まして質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１２３ページ、保育士確保事業対策費について、藤堂委員の質疑を許します。 

○藤堂委員 

 １２３ページ、児童福祉費、保育士確保対策事業の生活資金貸付事業の事業内容について、

お尋ねをいたします。 

○保育課長 

 生活資金貸付事業につきましては、保育士養成施設を卒業後２年以内に市内の私立保育所等

に常勤保育士として新規採用され、常勤保育士として業務に従事する方に対し、生活を援助す

るための資金を貸し付ける事業でございます。貸付金額につきましては、最大３年間で、採用

１年目は月額２万円、採用２年目は月額１万５千円、採用３年目は月額１万円で、５年間勤務

すると返還が全額免除となります。 

○藤堂委員 

 次に、本事業の貸付件数についてもお尋ねいたします。 

○保育課長 

 生活資金貸付事業の貸付件数につきましては、平成２９年度から開始しておりまして、平成

２９年度が５件、平成３０年度が７件、令和元年度が１０件、令和２年度が１０件、令和３年

度が７件、令和４年度が６件で、合計４５件となっております。 

○藤堂委員 

 保育士確保対策事業の中で、保育現場の意見を頂きまして、当事業がちょっと使いにくいと

いう声をお聞きしました。貸付けに関して、ほかの形態は考えられていますでしょうか。 

○保育課長 

 貸付事業の利用者及び返還に至った方に対しましては、アンケートを実施し、一定の評価を

行っておりますので、貸付事業につきましては継続していくこととしておりますが、今、利用

しづらいという声を頂いているとのことですので、今後はその理由を把握し、ニーズに合った

事業を展開できるよう検討してまいりたいと考えております。 

○藤堂委員 

 最後、要望にはなりますが、使っていない事業者さんではなくて、現に使っている事業者さ

んの声というところで、今後もしかしたら今の形が最善かもしれませんけれども、また現場の

声を聞いて考えていただければと思います。 
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また１点、保育士さんの確保対策についてなんですけれども、現在、実施している事業に加

えて、リクルートに関しても研究していただいて、効果的な事業の実施について検討していた

だければと思います。公も民間も保育士さんが今足りていないという状況だと思いますので、

そこら辺も調査研究をしていただければと思います。 

 近くの近畿の短大の卒業生の方が必ずしも飯塚の保育所に来てくれるわけではないという状

況だと思いますので、地元の大学への積極的なリクルートもぜひ要望いたします。 

○委員長 

 次に、１２５ページ、その他の児童福祉総務費について、吉松委員の質疑を許します。 

○吉松委員 

 ヤングケアラー世帯の日常生活支援事業委託料についてお尋ねいたします。ヤングケアラー

とは法令による定義はありませんが、こども家庭庁では、一般に本来、大人が担うと想定され

ている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことで、その責任の重さにより、

学業や友人関係などに影響が出てしまう子どものことをヤングケアラーと言っているわけです

が、そのヤングケアラーの日常生活支援の内容について、具体的にはどういったことを実施し

ているのか、お答えください。 

○子育て支援課長 

 日常生活支援の内容としましては、掃除、洗濯、買物、料理等の家事、兄弟児の世話や保育、

高齢者、障がい者等の家族の介護として食事、排せつの介助、衣類やシーツの交換、見守り等

となっております。 

○吉松委員 

 この事業の委託先及び今後の委託先についてお答えください。 

○子育て支援課長 

 現在の委託先につきましては、公益社団法人飯塚市シルバー人材センター、一般社団法人家

庭教育研究機構、社会福祉法人飯塚市社会福祉協議会の３事業者に委託しておりまして、今後

につきましても委託していく予定としております。 

○吉松委員 

 ヤングケアラー日常生活支援、この事業の実績についてはどうなっているのでしょうか。 

○子育て支援課長 

 令和６年１月末現在でございますけれども、支援を行っている世帯は３世帯となっておりま

す。事業者ごとの実績につきましては、飯塚市シルバー人材センターが２世帯で１６回の支援

を行っております。家庭教育研究機構が１世帯で２２回の支援を現在行っているところでござ

います。 

○吉松委員 

 支援世帯というのが３世帯ということでありますけれども、文部科学省と厚生労働省が令和

３年３月に公表したヤングケアラーの実態に関する調査結果によれば、中学２年生の約１７人

に１人がヤングケアラーであるということが報告されております。この数字からすると、今、

本市が行っている支援の世帯が３世帯というのは少ないと感じざるを得ません。そこで、潜在

的なヤングケアラーについて、もっと実態把握をするべきではないかと思っております。どこ

かでＳＯＳを発信している子どもがいるかもしれません。いるなら、見逃さないように綿密な

調査をしっかりと行っていただきまして、この予算が膨れることもやぶさかではないというこ

とをよろしくお願いして、質問を終わります。 

○委員長 

 次に、同じく１２５ページ、その他の児童福祉総務費について、赤尾委員の質疑を許します。 

○赤尾委員 

 予算書１２５ページ、概要書２０ページ、児童福祉費、児童福祉総務費、子ども家庭総合支
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援についてお尋ねします。現在の本市における児童等に対する必要な支援を行う体制としては、

子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点が連携して、支援を実施していること

と思いますが、児童福祉法の改正により、新たにこども家庭センターを市町村に設置する動き

があっていることと思います。従来の子ども家庭総合支援拠点と、こども家庭センターの違い

についてお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 子ども家庭総合支援拠点は、全ての子どもとその家庭や妊産婦を対象に、その福祉に関して

必要な支援に係る業務全般を行う機能を持つ組織で、本市におきましては、令和４年４月１日

に設置し、支援を実施しております。子ども家庭総合支援拠点には、子ども家庭支援員３名、

虐待対応専門員４名、母子父子支援員２名、専門職員である心理担当支援員１名、弁護士１名、

医師１名、さらに児童福祉士である児童相談所ＯＢのスーパーバイザー１名を委託により配置

して、支援を実施しております。 

 ご質問のありました令和６年４月１日施行の改正児童福祉法による体制の変更につきまして

は、母子保健福祉部門の子育て世代包括支援センターと、ご質問の児童福祉部門である子ども

家庭総合支援拠点の各々の設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子

育て世代、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関として、こども家庭センターを

設置するよう求められているものでございます。この法改正に対応して、本市においても令和

６年４月からこども家庭センターを設置する予定としております。 

○赤尾委員 

 それでは、こども家庭センターという新たな体制になることによって、強化される取組など

があるのか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 令和６年度にこども家庭センターを設置することに伴いまして、マネジメントの責任者とし

て、センター長の配置とあわせ、母子保健機能及び児童福祉機能が適切に連携・協力できるよ

う、双方の業務について十分な知識を有する統括支援員を配置し、妊産婦や子どもに対する一

体的支援を実施してまいります。また、令和５年度から実施しておりましたヤングケアラーに

対する支援体制についても統合を図りまして、効果的な支援につなげる予定としております。

さらに、相談体制の強化を図るためのシステム導入や国が求めておりますサポートプランの作

成による支援策の強化に向けた支援員の増強など、適切に対応していきたいと考えております。 

○赤尾委員 

 虐待通告の件数が全国的に増加していく中で、支援体制を強化していくことは大変重要であ

ると考えています。本市においては、国の児童福祉法改正にも適切に対応いただき、こども家

庭センターを設置する中で、国が求めるサポートプラン作成等の取組だけでなく、後ほど質疑

が行われる中で具体的な内容をお示しいただくことになると思いますが、システムの導入など

も予定されていることが分かりましたので、今後も支援体制の充実を図っていただくことを要

望しまして、この質問を終わります。 

○委員長 

 次に、同じく１２５ページ、その他の児童福祉総務費について石川委員の質疑を許します。 

○石川委員 

 １２５ページ、その他の児童福祉総務費、こどもの権利擁護啓発委託の事業内容について、

お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 児童福祉法等に規定されている子どもの権利擁護強化を図り、いじめ、体罰や虐待など、子

ども自身が嫌なことは嫌と言える、意思表示ができるようになるといった、子どもが自身を守

るための権利を大人に発信できる力を養うことや、職員の子ども権利擁護に関する対応力の強
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化などを目的として、子どもへの暴力防止プログラムの実施に関する業務を委託により実施す

るものでございます。令和６年度は、公立保育所５園の３歳から５歳児の子どもや先生方を対

象にワークショップ形式で開催する予定としております。委託料の予算としましては、

１０１万３千円を計上しているところでございます。 

○石川委員 

 委託先については、どのような団体や事業者を予定しているのか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 現在、近隣自治体で子どもの暴力防止プログラムを実施している団体に委託することを想定

しております。事業者の選定につきましては、予算が議決された後に、仕様を固めた上で、入

札によって事業者を選定する予定としておるところでございます。 

○石川委員 

 子どもへの暴力防止プログラムですよね。公立保育所５園と３歳児から５歳児の子どもと先

生を対象にワークショップを開催するプログラムということで、こちらは対象を公立保育所に

限定している理由と、保護者を対象としていない理由についてお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 本事業で実施する予定としております子どもへの虐待防止プログラムにつきましては、様々

な年齢層を対象としており、就学前の児童から小中学生、高校生を対象としたものがございま

す。本プログラムを実施している先進自治体への視察や、プログラムを提供している団体への

ヒアリング等を通して、就学前の児童を対象とするものが最も効果が高いとのご意見をいただ

きました。 

 また、ヒアリングの中で、子どもの意見表明を促すことや、子どもの様子を家庭以外で最も

近くで見ている先生方の気づく力を高めることを重視しているとの意見をいただきましたので、

保護者を対象としたプログラムにつきましては、想定をしておりません。令和６年度につきま

しては、今後の効果検証も含めて、公立の保育所から実施し、成果等も見ながら、今後の方向

性を検討していきたいと考えております。 

○石川委員 

 保護者には、このプログラム、まだ考えられていないということですけれども、このプログ

ラム、この実施予定のプログラム、人権意識を育む子ども自身が自分の権利について学べると

てもいい機会だと思います。公立保育園だけでなく、私立の保育園や幼稚園、小学校へ広げて

いっていただきたいと思います。全ての子どもたちに自分の権利を学べる機会を与えていただ

きたい、こちらを要望して質問を終わります。 

○委員長 

 次に、同じく１２５ページ、その他の児童福祉総務費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 私のほうからは、通話音声分析・モニタリングシステム構築委託料について、まずお聞きい

たします。２２０万円が計上されていると思いますが、それについてお尋ねいたします。 

○子育て支援課長 

 近年、児童虐待に係る相談件数が増加しており、本市も例外ではございません。この相談件

数の増加に対応し、電話の相談対応力を強化することを目的として、通話音声分析・モニタリ

ングシステムを構築する委託料を予算計上しているものでございます。 

 システムの特徴としましては、電話対応中の音声をパソコン画面にリアルタイムに文字表示

する機能や、虐待、リストカットなど、注意が必要な言葉が出ると自動で検知し、ハイライト

表示する重点ワードのアラート機能により、相談に対応する職員の注意を喚起する機能がござ

います。また、電話での相談中に記録をとることに気をとられることなく、対応に集中できる

通話内容の自動記録機能や、相談対応を支援するため、マニュアルの閲覧、視聴ができるナレ
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ッジ機能がございます。 

○金子委員 

 人の力だけでなく、こういうデジタル的なものでしっかりと虐待に気付けるというのは大変

いいことだなと思いますが、委託先について、どのような事業所を予定しているのか、分かれ

ばお尋ねいたします。 

○子育て支援課長 

 民間事業者のアイデアを生かし、より効果的なシステム導入を図るため、プロポーザル方式

による事業者の選定を行う予定としております。 

○金子委員 

 しっかりとこの分析、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、子どもの権利擁護啓発委託料に関してですが、先ほど石川委員が述べられてお

りましたが、私は要望のみでお伝えさせてください。 

 これに関しましては、子どもの虐待予防には大変有効かと思います。そのためには、子ども

がまず自分の権利を知ることはもちろんのこと、周りにいる大人が子どもの権利、そして自分

の権利も分かることも大切だと思います。保護者が暴力を振るう側になってしまうことも多々

あります。それを防止するためにも、ぜひ保護者にも広げていっていただきたいし、ぜひ公立

保育園だけでなく、小学校や、まずは私立保育園に広げていただきたいと思います。そして小

学校、何度も何度も学習することが効果的だと思いますので、予算の問題等はあると思います

けれども、しっかりと計上していただきますよう要望いたします。 

○委員長 

 次に、同じく１２５ページ、その他の児童福祉総務費について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 子どもの居場所づくり支援事業についてお尋ねいたします。７７万円が計上されております

が、この内容についてお尋ねいたします。 

○子育て支援課長 

 子どもの居場所づくり支援事業につきましては、子どもの居場所づくりとして子ども食堂や

学習支援を行おうとする団体に対し、２つの事業を実施しております。先ほどの７７万円の部

分につきましては、子どもの居場所の立ち上げや運営のための情報提供、助言、相談等の支援

を行うコーディネーターの配置でございます。こちらにつきましては、福岡市等で実績のある

事業者に委託し、子どもの居場所づくりを推進する取組を実施しております。あわせまして子

どもの居場所を開設したり、拡充したりするための経費及び運営に関する経費の補助を行って

おります。補助金につきましては、開設や拡充に関する経費につきまして、１団体当たり

２０万円、運営につきましては１回当たり１万円、ただし２４万円を上限として、子ども食堂

の補助をいたしているところでございます。 

○金子委員 

 コーディネーター料で７７万円。また、子どもの居場所づくり支援事業として２９５万５千

円ということですね。分かりました。 

 では、現在の状況についてお尋ねいたします。 

○子育て支援課長 

 先ほどの補助金の実績から申し上げますと、令和４年度が５団体に対しまして、開設、拡充

分と運営分を合わせて８８万３千円の補助金交付を行っております。また、令和５年度につき

ましては、令和６年２月までの申請ベースでございますけれども、４団体から開設、拡充分と

運営分を合わせまして１０１万２千円の申請を受け付けております。 

○金子委員 

 令和４年度が５団体、そして令和６年２月までの申請ベースが４団体ということで、１団体
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減っているという認識でいいですか。大変これは少ないなというふうなのが私の実感なんです

けれども、なぜこれがこういうふうに少ないのか、課題、また今後の見通しについてお尋ねい

たします。 

○子育て支援課長 

 本事業につきましては、令和４年度から実施している事業となっており、令和６年度で３年

目となります。令和６年度におきましては、これまでの事業の成果検証を行い、今後の方向性

について検討することとしております。本事業の課題としましては、市内１２地区に子どもの

居場所が開設されることを目標として実施してきましたが、その規模までの広がりを見せてい

ないことや、市の補助金に依存した運営から自主財源による運営に移行することが難しい状況

にあることが課題と認識いたしております。北九州市など先進自治体におきましては、自主財

源による運営が進んでおりますので、そういった事例も研究しながら、本事業の方向性につい

て検討してまいりたいと考えております。また、少ないということで、その理由としましては、

やはり運営費、経費がかかってくるものというふうに考えておりますし、ヒト・モノ・カネが

事業立ち上げには必要となっております。話を聞くと、やはりその部分がなかなか調達できな

いといったことをお聞きしているところでございます。 

○金子委員 

 子どもの居場所ということで、居場所ということは、食料を提供することも本当に大切なこ

とだと思いますけど、やはりこれも子どもの声をやはり聞いているのかなというふうな実感が

あります。子どもがどうしたら居心地のいい場所になっているのか。飯塚市内はもちろんのこ

と、ほかの自治体でうまくいっているところもたくさんありますので、しっかり聞いて生かし

ていただきたいと思います。 

○委員長 

 次に、同じく１２５ページ、その他の児童福祉総務費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 追加資料のナンバー２０、ナンバー２１の説明をお願いします。 

○医療保険課長 

 初めに資料５０ページ、子ども医療費に関する年度別推移表についてご説明いたします。縦

軸が対象者数、医療費、県補助額、差引き一般財源の年度別となっております。対象者は０歳

から１８歳までの子どものうち、生活保護受給者、ひとり親医療、障がい者医療の対象者を除

いた数となっております。令和２年度はコロナの影響で受診控えがあり、医療費が落ち込んで

おりますが、例年３億５千万円以上となり、令和５年度は過去最高の見込みとなっております。

県補助金は補助対象の５０％ですが、県補助の対象を超えた拡充分については一般財源となり

ますので、補助率としては５０％を切った形となっております。 

 次に、資料５１ページ、飯塚市及び福岡県子ども医療費支給制度の変遷ですが、縦が飯塚市、

福岡県、市が単独助成を行っている部分で、横は時間軸となっております。まず、市の変遷に

ついてですが、平成２７年１月１日から対象年齢を入院については小学生修了前から中学生修

了前に拡大、平成２８年１０月１日から入院を１８歳年度末まで、入院外を小学６年生修了前

まで拡大すると同時に、自己負担を６００円から１２００円に変更しております。また令和

２年１０月１日から入院外を中学３年生修了前まで拡大しております。県は直近では令和３年

４月１日から入院・入院外ともに中学３年生まで拡大しているものでございます。 

○川上委員 

 令和６年度予算計上において、特に考慮した点はどういったところですか。 

○医療保険課長 

 令和５年度当初では約３億５５００万円を計上しておりまして、６年度は、今年度は

８００３万７千円増の４億３５１６万２千円を計上しております。これは５年度の決算見込み
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が過去最大で、１２月補正で増額補正しておりますが、６年度もその同額を計上しておるもの

でございます。主な増の要因としましては、夏の感染症の流行が挙げられると考えております。 

○川上委員 

 制度上、嘉麻市とはどこがどう違うのか、お尋ねします。 

○医療保険課長 

 嘉麻市につきましては、医療の提供を受けたときの自己負担が無料になっておりますので、

うちの予算で言いますと一般財源のところが多くなっているということになります。 

○川上委員 

 子ども医療費助成に関わる国のペナルティー廃止の影響額はどのくらいですか。 

○医療保険課長 

 県のほうから国保の納付金、これを出すときの部分として示された分が約１７０万円となっ

ております。 

○川上委員 

 そのぐらいですか。 

○医療保険課長 

 単独助成の分について減額されておりますので、このほかにもひとり親医療とか障がい者医

療、この分の国保に係る分がありますので、子ども医療としてはこの程度になります。 

○川上委員 

 早期発見、早期治療に逆行しかねない自己負担だと思うんですけれども、この廃止について

はどういう検討をしましたか。 

○医療保険課長 

 これまでも繰り返し答弁してきておりますけど、一番の問題は財源の問題だというふうに考

えております。一度無償化にしてしまうと、恒久的な事業になりますので、将来的に持続可能

かどうかの見極めを行う必要があると考えております。 

○川上委員 

 その見極めなんですけれども、嘉麻市にできて飯塚市にできないというところが、よく分か

らないわけですね。私も分からないし、市民も分かりにくいと思います。それで、その辺はど

ういう判断をしているんでしょうか。 

○医療保険課長 

 嘉麻市のほうは、うちと比べますと、非常に対象人数が少ないような状況でございますので、

そこで出る一般財源の額というのも異なってくるものと考えております。 

○川上委員 

 財政規模からすれば、対象人数が少ないので一般財源の投入が云々というのは、あまり通用

しないんではないかと思うけど、実際に嘉麻市の状況を調べて、今、予算計上に当たって、そ

ういうことを調べたんでしょうか。 

○医療保険課長 

 嘉麻市の分は調べておりまして、その分は調べてはおりますけど、今回の予算には反映して

おりません。 

○川上委員 

 今後の課題ということのようですけど、その時期はいつ頃というようなことは考えているん

ですか。 

○医療保険課長 

 現在のところは時期までは考えておりません。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 
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休 憩 １６：４９ 

再 開 １６：４９ 

 委員会を再開いたします。 

委員の皆さん、既存事業についての概要説明を、大分省いてくれている努力は見られますけ

れども、新人議員の方は別です。初めてだから聞かれて構いませんけれども、我々、何期もさ

れてある人は知っていて当然のことです。それを改めて聞かれることは、ぜひ明日は、もっと

努力していただきたいと思います。執行部の方についても、明日はもっとそういうことになる

と思いますので、対応をお願いいたします。 

 それでは、お諮りいたします。「議案第３号」については、本日の審査をこの程度にとどめ、

明３月１４日、午前１０時から委員会を開き審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

 これをもちまして、令和６年度一般会計予算特別委員会を散会いたします。お疲れさまでし

た。 

 

 

 


